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北九州市監査公表第４２号 

平成２５年１０月 ３１日 

北九州市監査委員  山 口   彰

同         廣 瀬 隆 明

同         日 野 雄 二

同         世 良 俊 明

包括外部監査人の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地

方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、次のとおり公表する。

１ 外部監査の種類

  包括外部監査

２ 選定した特定の事件

  負担金、補助及び交付金に関する財務事務の執行について

３ 監査の期間

  平成２４年６月２０日から平成２５年２月８日まで

４ 監査公表の時期

  平成２５年３月２８日（平成２５年監査公表第１６号）
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）市民文化スポーツ局の補助金等 

カ 各区文化祭補助金 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

市民－カ①（指） 

変更承認申請手続の未実施について 

交付決定通知書における「交付の対象と

なる活動の経費」の枠を超える費目の変更

を行っているにもかかわらず、事業計画の

変更承認手続が実施されていない。 

交付決定後に費目の変更を行う場合に

は、事業計画の変更として、変更承認申請

手続を求める必要がある。 

<内容> 

交付申請時の「計画書」では、食糧費を

除き、どの費目を補助対象経費とするかは、

あらかじめ様式に記載された費目から各団

体が任意に選択できるようになっており、

各団体が選択した費目とその合計額が、交

付決定通知書における「交付の対象となる

活動の経費」になることとされている。 

したがって、「交付の対象となる活動の

経費」の枠を超える費目の変更は、補助金

の流用ではなく事業計画の変更として、市

長の承認を受ける必要がある。 

しかし、「計画書」で「委託費」を補助対

象経費として選択していたが、「実績報告

書」では「印刷費」を補助対象経費として

いる団体など、事業計画の変更手続を行う

ことなく、「計画書」と異なる費目で「実績

報告書」を提出している団体が複数見受け

られた。 

これは交付決定通知に記載されている交

付条件に反している。 

したがって、交付決定後に「交付の対象

となる活動の経費」の枠を超える費目の変

更を行う場合には、市は事業計画の変更と

して、変更承認申請手続を求める必要があ

る。 

（市民文化スポーツ局文化政策課）

（各区役所コミュニティ支援課） 

交付決定後に「交付の対象となる

活動の経費」の枠を超える費目の変

更を行う場合には、補助金の流用で

はなく、事業計画の変更として、変

更承認申請手続を行うよう、関係職

員に周知徹底した。 

なお、平成 25 年度については、口

頭で周知徹底を行ったが、来年度か

らは書面（各区文化祭に関する事務

要領 様式６）をもって双方の認識

を一致させることとする。 
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（２）中小企業等の技術開発に対する補助金等

ア 環境未来技術開発助成事業補助金

監 査 の 結 果 措 置 状 況

技術－ア（指）

変更承認申請手続の未実施について

補助対象となる研究に携わっている研究

者が、交付申請者である会社とは別の会社

に就職した後も、助成対象経費とされてい

る。しかし、事業計画にある研究従事者の

変更申請手続がなされていなかった。市は

気付いた時点で、補助金の対象として適切

であるかを検討し、事後的であれ、変更申

請の手続を求める必要がある。

<内容> 
環境未来技術開発助成金交付要綱第６条

によると「市長は、助成金の交付の申請の

あった者のうち、第４条各号に掲げる要件

をすべて備えた者に対して、予算の範囲内

で助成金を交付することができる。」とされ

ている。

本件の場合、研究代表者として有限会社

Ａ（以下「Ａ社」という。）により交付申請

がなされて、交付決定されている。

助成対象経費には、Ａ社に雇用され、当

該助成対象となる研究に従事していたＢの

人件費が含まれている。  

しかし、Ｂは、助成期間中である平成 24
年２月 10日付けでＡ社を退職し、新たに助
成終了後の事業化に向けてＡ社が設立した

株式会社Ｃ（以下「Ｃ社」という。）に平成

24 年２月 11 日から雇用されているが、Ａ
社退職後である平成 24年２月 21日から 29
日までの期間における人件費についても助

成対象経費として実績報告がなされてい

る。

市によれば、Ｃ社就職後も当該助成の対

象となる研究に従事していたとのことであ

る。（Ｃ社は所在地及び代表者がＡ社と同

じ）

（環境局環境未来都市推進室）

 今回の指摘に基づき、事後的では

あるが、研究代表者からＣ社の共同

研究者への追加の変更申請書の提出

を受け、当室で申請内容を審査の上、

平成 25年 3月 18日付で変更承認を
行ったところである。

 今後は、こうした場合にはあらか

じめ事業計画の変更申請を行わせる

ことを含め、適正な手続きの遵守に

ついて研究者にも周知を徹底し、再

発防止に努めたい。



4 

監 査 の 結 果 措 置 状 況

しかし、Ｃ社は交付決定時には補助対

象とされていないため、Ｃ社及びＣ社に

雇用されるＢを補助対象とするために

は、事業計画の内容の変更を行うことが

必要である。

北九州市環境未来技術開発助成金交付

要綱第 16条第１項には、次のとおり、計
画の変更に当たっては、市長の承認を受

けなければならないとされている

【交付要綱第 16条】
（助成対象研究開発の変更及び中止）

第 16条 研究者は、助成対象研究開発を
変更又は中止しようとするときは、変更

にあっては北九州市環境未来技術開発助

成事業変更申請書を、（中略）あらかじめ

市長に提出し、承認を受けなければなら

ない。

本件のように、交付決定に係る事業計

画の内容の一部が変更される場合は、あ

らかじめ事業計画の変更承認手続を実施

させる必要がある。
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６ 監査の結果（意見）に基づく措置状況

（１）総務企画局の補助金等

  ア 財団法人北九州国際交流協会補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

総務－ア

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

<内容> 
本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（総務企画局国際政策課）

補助金の使途や事業の成果を、より

適切に、的確に審査できるよう、監査

人の意見をふまえ、交付要綱を作成す

ることとしたい。

（平成２６年４月１日施行予定）
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  イ 財団法人国際東アジア研究センター補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

総務－イ

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

<内容> 
本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（総務企画局国際政策課）

補助金の使途や事業の成果を、より

適切に、的確に審査できるよう、監査

人の意見をふまえ、交付要綱を作成す

ることとしたい。

（平成２６年４月１日施行予定）
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（２）市民文化スポーツ局の補助金等

ア おさかなロードＰＲ事業負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－ア①

補助金等交付規則の適用について

市は、実行委員会の構成メンバーとし

て、事業実施に対し負担金を支出してい

るが、補助金等交付規則の適用を受けな

い取り扱いとなっている。しかし、実質

的には事業に対する助成（補助）として

の性格が強いことから、本負担金は補助

金等交付規則の適用を受ける補助金等と

して取り扱うことが望まれる。

〈内容〉

市は、実行委員会の構成メンバーとし

て、事業実施に対し負担金を支出してい

る。本負担金の支出に関しては、市の除

外支出金指定における「市が構成の一員

である協議会等に対する負担金」に該当

し、補助金等交付規則の適用を受けない

取り扱いとなっている。

平成 23 年度の決算書は次のとおりで
ある。収入をみると、市負担金のほかは、

参加者からの参加費となっており、他の

構成メンバーからの負担金はない。

すなわち、実質的には、事業実施に必要

な経費のうち、バスツアー参加者からの

負担金で賄えない経費を市が負担する形

となっており、この負担金は、「市が構成

の一員である協議会等に対する負担金」

という性格というよりも、事業経費に対

する助成（補助）としての性格が強いと

いえる。

したがって、補助金等交付規則の適用

を受ける補助金等として取り扱うことが

望まれる。

（市民文化スポーツ局市民部区政課）

（若松区役所総務企画課）

当事業は平成２３年度で負担金の支

出が終了している。今後、同様な事業

があった際は、左記の監査人の意見を

踏まえ適切に対応していく。
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－ア②

負担先の決算内容の適切な審査につい

て

負担先の提出した決算書が、すべての

活動を反映したものとなっていない。負

担先の実施内容について適切に把握し、

審査することが望まれる。

〈内容〉

負担先は、上記決算書に掲げる事業の

ほか、北九州市にぎわいづくり懇話会の

にぎわい認定事業の認定を受けた事業

（地引網ツアーの実施：平成 23 年９月
24日、決算額 500千円）を実施している。
しかし、実行委員会の決算書には、当

該事業が反映されていない。

実行委員会に対し負担金を支出してい

る以上、すべての活動に関する事業報告

及び収支決算書について、負担金の有効

性等を審査することが望まれる。

なお、北九州市にぎわいづくり懇話会

の認定を受けた事業に関しては、「（５）

産業経済局の補助金等 チ．北九州市に

ぎわいづくり懇話会補助金」の項目に詳

細を記載している。

（市民文化スポーツ局市民部区政課）

（若松区役所総務企画課）

当事業は平成２３年度で負担金の

支出が終了している。今後、同様な事

業があった際は、左記の監査人の意見

を踏まえ適切に対応していく。
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イ 北九州自衛隊協力会補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－イ

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

〈内容〉

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（市民文化スポーツ局区政課）

本補助金については、交付要綱が作

成されていないが、北九州市補助金等

交付規則に則り補助金の申請及び実

績報告に対する審査を行っている。

ご意見のとおり、補助金の使途や事

業の成果をより適切に審査するため、

補助金の目的、対象となる事業及び経

費の範囲等を明確にした交付要綱を

作成することが望ましいと考え、上記

項目を定めた交付要綱を作成した。

（平成２５年４月１日施行）
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ウ 北九州人権擁護委員協議会補助金           

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－ウ

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

〈内容〉

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（市民文化スポーツ局区政課）

本補助金については、交付要綱が作

成されていないが、北九州市補助金等

交付規則に則り補助金の申請及び実

績報告に対する審査を行っている。

ご意見のとおり、補助金の使途や事

業の成果をより適切に審査するため、

補助金の目的、対象となる事業及び経

費の範囲等を明確にした交付要綱を

作成することが望ましいと考え、上記

項目を定めた交付要綱を作成した。

（平成２５年４月１日施行）
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エ 平尾台ふゆはなび負担金  

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－エ

指定管理者アイデア活用制度の利用に

ついて

ハートランド平尾台株式会社は、「平

尾台ふゆはなび」の開催地である「平尾

台自然の郷」の指定管理者となっている。

市はこのようなイベントを立ち上げる

際、指定管理者が地元や民間のノウハウ

を有効活用できるよう検討することが望

ましい。

〈内容〉

市は、公共施設について、民間事業者

等が有するノウハウを活用して住民サー

ビスの質の向上を図ることにより、施設

の設置目的を効果的に達成するため、平

成 15 年 11 月に「指定管理者制度」を導
入している。また平成 19年度には、指定
管理者の提案に基づいて、施設の有効活

用に繋がる画期的な企画に対して財政支

援を行う「指定管理者アイデア活用制度」

を創設している。

負担先の平尾台ふゆはなび実行委員会

の事務局をしているハートランド平尾台

株式会社は、平成 18年度から、平尾台の
自然環境の保護と地域振興を目的とした

「平尾台自然の郷」の指定管理者となっ

ている。「平尾台ふゆはなび」は、真冬の

閑散期に「平尾台自然の郷」を盛り上げ、

地域活性化に資する有意義なイベントで

あるといえるが、こうしたイベントなど

事業の立ち上げをする際、市が提案・主

催するのではなく、「指定管理者アイデ

ア活用制度」などにより指定管理者が地

元や民間のノウハウを有効活用できるよ

う検討することが望ましい。

（市民文化スポーツ局区政課）

 「 第１回平尾台ふゆはなび（平成２

０年度）」の実施にあたり、ハートラ

ンド平尾台株式会社が指定管理者アイ

デア活用制度に応募したが、継続性や

開催時期の天候リスク等の理由から不

採択であった。そこで、地元住民・団

体、ハートランド平尾台株式会社、市

が実行委員会を結成し、第１回ふゆは

なびを開催することとなった。

現在も実行委員会事務局であるハー

トランド平尾台株式会社が中心となっ

て、ふゆはなび実施計画の中で、地元

や民間のノウハウを有効に活用した

「平尾台ふゆはなび」開催を検討して

いるものである。
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オ 門司港クラフトデザイン協会負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－オ

実績報告等の適切な審査について

門司港デザインハウスの什器輸送に係

る完了報告書について、記載内容に一部

誤りがあったが、事業報告の審査時に確

認できていなかった。

 事業報告の審査においては、慎重かつ

確実な審査がなされる必要があるととも

に、事実と記載内容の不整合がある場合

には、その原因等について具体的な事実

関係を確認することが望まれる。

〈内容〉

事業報告の添付書類として、門司港デ

ザインハウスの整備時における什器輸送

に係る（作業）完了報告書が添付されて

いたが、当該報告書の「契約年月日」の

記載欄に誤りがあった。具体的には、宛

先である門司港クラフトデザイン協会の

設立が平成 24年１月 26日であるにもか
かわらず、契約年月日には設立前の「平

成 24年１月 20日」が記載されていた。
 当該不整合につき市担当者に確認をし

たところ、本来の契約日は平成 24年１月
27日であったが、誤って上記の日付が記
入されており、事業報告の審査時に確認

できなかったとのことである。

 事業報告の審査においては、慎重かつ

確実な審査がなされる必要があるととも

に、事実と記載内容の不整合がある場合

には、その原因等について具体的な事実

関係を確認することが望まれる。

（市民文化スポーツ局区政課）

門司港デザインハウスの什器輸送

に係る記載内容の一部誤りについて

は、完了報告書の記載欄の誤りを訂正

した。

 今後は、当協会に誤りの無いよう求

めるとともに、審査時には、慎重かつ

確実な審査するよう徹底する。
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カ 各区文化祭補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

市民-カ① 

交付要綱等における不明確な規定の見

直しについて 

北九州市芸術文化事業補助金交付要領

（以下「交付要領」という。）には、補助

対象経費についての明確な定めがない。

要領の定めが明確でないと、合規性を

確保できないとともに、補助の目的や効

果を確保できない可能性があるため、補

助対象経費を明確に定めることが望まし

い。 

<内容> 

補助対象経費について、交付要領には

「第３条 補助金の交付金額及び対象経

費は、市長が予算の範囲内で認める額及

び経費とし、概算払いの方法により交付

するものとする。」と規定されている。 

市によると、実務上、食糧費は補助対

象経費から外すよう説明会において記載

例などの資料に基づき周知しているとの

ことであるが、要領にはその旨の記載が

ない。また、食糧費以外についても、ど

の費目を補助対象経費とするかは、あら

かじめ「計画書」の様式に記載された８

つの費目（食糧費を除く）から各団体が

任意に選択している。 

この結果、食糧費以外のすべての費目

を補助対象経費としている団体もあれ

ば、一費目のみを補助対象経費としてい

る団体もある。 

また要領の定めが不明確であることか

ら、上記「(ｴ) 監査の結果 ① 変更承認

申請手続の未実施について」で指摘した

費目の変更を自由に認める原因にもなっ

ていると考える。 

したがって、交付要領には、補助対象

経費を明確に定めることが望まれる。 

（市民文化スポーツ局文化政策課） 

（各区役所コミュニティ支援課） 

「交付要領」に基づき作成している

事務要領を修正し、補助対象経費を明

確に定めるとともに、各区共通の様式

を用いるように改善し、関係職員に周

知徹底した。 

（平成２５年６月１８日改正） 
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

市民-カ② 

実績報告等の適切な審査について 

市は補助金の交付目的が達成されてい

るか費用対効果を検討する必要がある

が、実績報告書等に不備等が認められる

など、領収書及び実績報告書の審査が不

十分である。 

領収書及び実績報告書の形式的な確認

に終わることなく、補助金が目的を達成

するために有効に利用されているかとい

う視点からの審査も実施することが望ま

れる。 

<内容> 

各団体は文化祭終了後、補助対象経費

の領収書を添付した実績報告書を、小倉

南区役所に提出しなければならない。区

の所管部署では、３名体制で実績報告書

等をチェックしている。 

しかし、実績報告書等を閲覧したとこ

ろ、次のような事例が見受けられた。 

a.「評価・反省」欄にコメントを記載

していない団体が散見された。 

b.「実績報告書」の参加人数が概数（例

えば、150 名など）であり、かつ「計画書」

の参加予定人数と「実績報告書」の参加

人数が一致している団体が散見された。

ｃ .「実績報告書」を「計画書」の様

式で提出している団体があった。 

d.市販の領収書に手書きで領収先の個

人名等を記載している領収書を提出して

いる団体があった。 

市は補助金の交付目的が達成されてい

るか費用対効果を検討する必要がある。

（市民文化スポーツ局文化政策課） 

（各区役所コミュニティ支援課） 

実績報告書の確認については、今回

の監査意見を踏まえた視点で審査を行

なうよう周知徹底した。 

また、内容確認を容易に行えるよう

に様式を改訂した。 

市販領収書に手書きされている場合

は、領収書の信頼性に疑問が持たれる

ため、別途「顛末書」等の書類の提出

を求めるよう周知、徹底した。 
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

本補助金の交付目的は、幅広い文化分

野で活動している市民が、日頃の研鑽の

成果を発表し活動の活性化を図ることに

あるため、各団体における自己評価や反

省、参加人数こそが、市が費用対効果を

検討する上で必要な情報になると考え

る。 

したがって、実績報告書の形式的な確

認に終わることなく、補助金が目的を達

成するために有効に利用されているかと

いう視点からの審査も必要であると考え

る。なお、上記 d.について、市販領収書

に手書きされている場合は領収書の信頼

性に疑問が持たれるため、特にその理由

を確認することが望まれる。 
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キ 北九州芸術祭事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

市民-キ① 

長期継続補助金の見直しについて 

本補助金は、補助開始から長期間が経

過し、補助金額が固定化されている。補

助金額の算定根拠も現時点では明確では

ない。長期に継続している補助金は、既

得権化の弊害があるため、施策実現のた

めに最適な対象事業であるか補助効果を

定期的に検証し、有効性について検討す

ることが望まれる。 

<内容> 

本補助金は、補助開始から長期間が経

過し、少なくとも平成 19 年以降は補助金

額が同一額で推移している。また、補助

開始当初は補助金の算定基礎が明確であ

ったとも思われるが、現時点では算定根

拠が不明確となっている。 

補助金が長期にわたって継続すること

は、既得権化の弊害が生じ、補助金額の

算定根拠も不明なまま固定化される結果

となりやすい。 

補助事業の役割や市民のニーズは時代

とともに変化するものであるため、施策

実現のために最適な対象事業であるか補

助効果を定期的に検証し、有効性につい

て検討することが望まれる。 

（市民文化スポーツ局文化政策課） 

今後の補助金の減額等も想定し、ま

ずは明確な算定基礎を定めるところ

から始め、その後、有効性について検

討していきたい。 
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

市民-キ② 

交付要綱等における不明確な規定の見

直しについて 

本補助金について、交付要領は作成さ

れているが補助対象経費が不明確であ

り、特定されていない。補助対象経費が

不明確な場合、補助金の使途や事業の成

果を適切に審査することができない。交

付要綱等において、補助対象経費を明確

にすることが望まれる。 

<内容> 

補助金交付金額及び補助対象経費につ

いて、交付要領には「第３条 補助金の交

付金額及び対象経費は、市長が予算の範

囲内で認める額及び経費とし、概算払い

の方法により交付するものとする。」と規

定されているだけである。 

このため、補助金の算定根拠も不明と

なっている。 

補助の対象は交付先が実施する特定の

事業であるため、補助対象事業及び対象

経費を明確に規定して交付する必要があ

る。また、補助金は、市の財源を無償で

交付するものであるため、公正を期する

必要性が高く、要領を定め一律の取り扱

いを図る必要がある。 

実務上は、各所管部署において補助対

象経費を把握しており、そのうえで補助

金等の額を算定していると思われる。 

しかし、現状のように対象経費が要領

等で明文化されていない場合、その対象

経費及び金額の算定根拠を確認すること

ができず、交付後の補助金の使途や事業

の成果を適切に審査することも困難にな

る。 

（市民文化スポーツ局文化政策課） 

各区文化祭補助金と同様に、『交付

金申請・報告書記入項目』において補

助対象経費を明確に定め、関係職員及

び交付先の事務担当者に周知徹底し

た。 

（平成２５年６月１８日改正） 
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

また、要領が不明確であることが、上

記「① 長期継続補助金の見直しについ

て」の意見にある補助金額の固定化の一

因になっていると考えられる。 

したがって、本補助金について、要領

等で補助対象経費を明確にすることが望

まれる。 
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ク ギラヴァンツ北九州支援事業補助金         

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－ク

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

〈内容〉

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（市民文化スポーツ局スポーツ振興

課）

平成 25 年 4 月 1 日に「ギラヴァン

ツ北九州支援事業補助金交付要綱」を

策定し、補助金の審査を行なってい

る。



20 

ケ ギラヴァンツ北九州を支援する市民会議負担金     

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－ケ

経費の執行が事業年度終了直前に集中

した場合の適切な審査について

事業年度終了直前に経費の支出が集中

する傾向が見受けられたことから、支払

時期が事業年度終了直前となる理由を負

担金支出先から文書等で入手するなど、

理由の合理性を含む適切な審査の実施が

望まれる。

〈内容〉

平成 23 年度の市民会議の支出額

9,859,135 円のうち、全支出額の３分の１

以上となる 3,419,242 円が、年度が終わ

る３月 23 日から３月 31 日までの間に行

われているなど、事業年度終了直前に経

費の支出が集中する傾向が見受けられ

た。

一般的に事業に必要な支出は事業の実

施に合わせて適時に行われものである

が、終了直前に集中している場合、効果

的に負担金が活用されているか検討する

ことが必要と考える。

事業年度終了直前での予算執行につい

ては負担金支出先から理由を文書等で入

手するなど、理由の合理性を含む適切な

審査の実施が望まれる。

（市民文化スポーツ局スポーツ振興

課）

負担金交付先に説明を求めたとこ

ろ、「J リーグの試合日程が毎年 2 月

に発表されるため、その発表を受けて

新シーズン向けの広報活動を実施す

るから」という回答を得た。

事務処理としては問題ないと考え

るが、今後とも計画的な事務処理を行

い、迅速かつ適正な事務処理に努めて

いきたい。
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コ 体育団体助成補助金           

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－コ

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

〈内容〉

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（市民文化スポーツ局スポーツ振興

課）

平成 25 年 4 月 1 日に「スポーツ・

レクリエーション団体事業補助金交

付要綱」を策定し、補助金の審査を行

なっている。
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サ 門司港レトロマラソン大会開催負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－サ

負担金対象事業の実施主体の検討につ

いて

負担先の事務局は市役所のスポーツ振

興課内に置かれているが、門司区におけ

る特定の事業であることから、門司区役

所内に事務局を置き、門司区が主体的に

企画・運営の実施を検討することが望ま

れる。

〈内容〉

マラソンの開催に必要な事業を企画・

実施している｢門司港レトロマラソン実

行委員会｣の事務局は市役所の市民文化

スポーツ局スポーツ振興課内に置かれて

いる。

負担先の実行委員会が行う事業は、

「門司港レトロマラソン実行委員会規

約」において（１）門司港レトロマラソ

ンの開催に必要な総合計画に関するこ

と、（２）関係団体との連絡調整に関する

こと、（３）門司港レトロマラソンの開催

に必要な経費に関すること、（４）その他

大会の開催に必要なこと、と定められて

いる。実務はスポーツ振興課の担当者が

実施しているが、計画や関係団体との連

絡調整など、地理的な点や普段の連携の

点からも、門司区が主体となって実施し

た方が効率的であると思われる。

実際に、区政課が所管する区行政推進

事業では小倉南区役所総務企画課が事務

局である「平尾台クロスカントリー実行

委員会負担金」などもあり、門司港レト

ロマラソンと同様の事業を各区が主体と

なって実施している例もある。

各区役所の人員体制の問題等もあると

は思われるが、本負担金のように各区が

主体となって実施した方が効率的である

ものについては、各区役所内への事務局

の設置を検討することが望まれる。

（市民文化スポーツ局スポーツ振興

課）

門司港レトロマソンの今後の運営方

法については、ご指摘の点を含め、関

係団体との協議を継続したい。
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シ 各地区交通安全協会補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市民－シ 

各地区交通安全協会に対する補助金の

必要性について 

安全協会は十分な自己収入があり、繰

越金及び積立金を有していることから、

交通安全協会補助金交付要綱第４条には

「補助金を交付することが適当であると

認めたときは、すみやかに交付の決定を

し、補助金を交付するものとする」と記

されているが、安全協会には十分な収益

があり、かつ繰越金や積立金を保有して

いるため、補助金がなくても十分に運営

できると思われる。 

補助金がなくても十分に運営できると

思われるため、廃止を含め必要性を検討

することが望まれる。 

<内容> 

安全協会では、補助金以外にも会費（普

通会費、特別会費）や雑収入等の収入が

あり、事業実施に必要となる費用を上回

る状況である。各地区の収入に占める補

助金の割合はおおよそ0.7％から2.6％の

範囲である。また、一部の区においては

繰越金又は積立金を保有している。 

所管部署としては、交通安全推進にお

ける警察との協力関係を考慮すると、一

定の補助金交付は止むを得ないと考えて

いるが、協力関係は補助金がなくても達

成できると考えられる。したがって、廃

止を含め必要性を検討することが望まれ

る。

（市民文化スポーツ局安全・安心都市

整備課） 

当該団体は、本市の重要施策のひと

つである交通安全に取り組む団体で

あり、今後とも活動への協力は重要で

ある。 

しかしながら、監査の意見を踏ま

え、繰越金と積立金の背景や当該財源

の交通安全事業への利用可能性、さら

に補助金を廃止、減額した場合の本市

交通安全事業への影響等について協

議を進めていきたい。 
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（３）保健福祉局の補助金等 

ア 敬老行事補助金            

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

保健－ア 

補助対象者等の見直しについて 

本補助金の対象者の年齢や一人当たり

の交付金額については、交付要領が作成

された昭和 55 年度から一度も見直され

ていない。 

本補助金の交付金額は、対象人口の増

加に伴い、市の負担額も年々増加してお

り、補助対象者や補助金額の見直しなど

を検討することが望まれる。 

〈内容〉 

市は、75 歳以上（年度内）の年長者１

人につき 1,000 円（年１回限り）を敬老

行事補助金として団体に交付している。

次の表のとおり、75 歳以上の高齢者は

年々増加傾向にあり、平成 23 年度の対象

人口は、本補助金の交付要領が作成され

た昭和 55 年度の約４倍となっている。 

一方で、補助対象者及び補助金額は昭

和 55 年度から一度も見直されていない

ため、市の負担額は年々増加している。

また、本補助金は、高齢者が参加する敬

老行事を実施する団体に交付することを

目的としているが、補助金の財源には限

りがあり、財源は時代に合致した新たな

ニーズや施策にも振り向けることが必要

であるため、時代や経済社会情勢を踏ま

え、定期的に補助金の必要性を見直すこ

とが求められる。 

超高齢社会に入っている今、敬老行事

補助金は見直しの時期にあると思われ

る。 

したがって、補助対象者や補助金額の

見直しなどを検討することが望まれる。

（保健福祉局高齢者支援課） 

敬老行事は、地域をあげて長寿をお

祝いすることを目的に、自治会等の地

域団体が地域の実情に応じて主催す

るものであるため、あり方そのものに

ついて慎重に検討する必要がある。 

高齢化に伴う支給対象者の増加、市

の負担額の増加を踏まえ、さらなる議

論を進めることとしたい。 
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（４）環境局の補助金等

ア 環境モデル都市地域推進会議登録団体助成金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

環境－ア

補助対象活動の変更に伴う変更承認申

請手続の実施の必要性の有無について

交付申請時の補助対象活動の一部が実

施されず、補助金が他の活動に充当され

ているにもかかわらず補助金計画変更の

申請手続がなされていなかった。計画変

更の申請手続が省略できる変更とも捉え

られるが、明確な基準がなく判断が困難

であるため、交付要綱等に軽微な変更に

係る条件等の設定を行うことが望まれ

る。 

〈内容〉

平成 23 年度に交付された活動のうち、

特定非営利活動法人北九州サスティナビ

リティ研究所の「環境文化の創造学習」

において、申請時の活動計画書の補助対

象活動の一部が実施されず、補助金が他

の活動に充当されているにもかかわら

ず、補助金計画変更の申請手続がなされ

ていなかった。

具体的には、申請時の活動計画書にお

いて、専門講師等の招へいも含めた調

査・研究を行い、その結果と成果を広く

市民へ広報するため報告書を冊子化する

こととされており、冊子製作費 100 千円

が補助対象経費として承認されていた

（補助金の額としては、対象経費に２分

の１を乗じた額となるので 50 千円）。

しかし、実績報告書によると、実際に

は当該冊子製作は実施されず、その経費

は講演会の講師謝金等に充当されていた

が、事業計画の変更申請は行われていな

かった。

（環境局環境学習課）

当該補助金実施要綱を平成 25 年 4
月 1 日付けで改定し、変更承認申請を

省略できる「軽微な変更」の判断基準

について

・経費の目的を実質的に変更するもの

ではないもの

・補助活動の目的等に支障がない細部

の変更

などは、活動団体とのヒアリングを

基に省略できるとした。
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

「北九州市環境モデル都市地域推進会

議登録団体支援事業実施要綱」の第 13
条において、内容の変更があった場合は

あらかじめ変更承認申請書の提出を義務

付けており、本事例のように補助対象活

動の一部を変更する場合は、補助金計画

の変更承認手続をとる必要がある。

一方で、本事例の場合、補助対象経費

（500 千円）のうち他の活動に充当され

た額（100 千円）は全体の 20％であるた

め、基本規則に定める計画変更手続が省

略できる「軽微な変更」であるといえな

くもない。しかし、交付要綱等に軽微な

変更に係る条件（基準）が設定されてい

ない。

このような規程がないと、交付決定時

に承認したものと異なる事業が実施され

てしまう可能性があるため、交付要綱等

に、交付決定した事業の内容や経費の区

分の変更について、一定の条件を設ける

ことが望まれる。
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イ 北九州市衛生総連合会補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

環境－イ

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

〈内容〉

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。確かに、交付対象が一団体、

一事業ということであれば、その事務取

扱に差異が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（環境局環境学習課）

北九州市衛生総連合会補助金の使

途や事業の成果をより適切に審査す

るため、平成 25 年 3 月に「北九州市

衛生総連合会補助金交付要綱」を作成

し、平成 25 年 4 月 1 日より適用する

こととした。

平成 25 年度の北九州市衛生総連合

会補助金の申請については「北九州市

補助金等交付規則」および当該要綱に

沿って、審査を行っている。
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ウ 北九州市住宅用太陽光発電システム設置補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

環境－ウ

市の事務負担の軽減策の検討について

申請者の急増に伴い、所管部署の事務

作業が増大している。

市民の環境に対する意識向上等によ

り、今後も申請者の増加が予想されるた

め、早急に市の事務負担軽減のための対

策を講じることが望まれる。

〈内容〉

年々、市民の環境に対する意識向上等

により、本補助金の申請者が急増してい

る。平成 22 年度に交付件数が 1,000 件を

超え、平成 23 年度には 1,714 件となって

いる。

一方、市は、電話による市民からの問

い合わせ、申請書類の受理及び審査、交

付決定通知書の発行、稼動状況報告の受

理等の事務作業を３名（担当職員１名、

臨時職員２名）で実施しており、事務作

業が増大している。

平成 24 年度からは、電話による市民か

らの問い合わせ業務を民間に委託するこ

とで、負担軽減にはつながっているもの

の、申請者が年々増加することを考える

と十分な対策とはいえない。実際、市は

設置者に翌１年間の月次稼動状況の報告

義務を課しているが、平成 22 年度分に関

しすべての稼働状況報告書が入手されて

いるかの確認はいまだできていないとの

ことである。

そこで、事務負担軽減の観点から、交

付決定に必要な申請書類の受理及び審査

業務のみ市が行い、電話による市民から

の問い合わせ、交付決定通知書の発送及

び稼動状況報告の受理等の業務に関して

は外部に委託するなど、早急に市の事務

負担軽減のための対策を講じることが望

まれる。

（環境局環境未来都市推進室）

本補助金交付事業は、平成 24 年度

をもって終了となった。

平成 24 年度より開始した類似補助

金交付事業である「家庭用燃料電池(エ
ネファーム)設置補助金」は、平成 25
年度も実施する予定である。募集件数

は 150 件程度と「住宅用太陽光発電シ

ステム設置補助金」と比べて規模が小

さいが、今回の指摘・意見を参考に、

事業を進めていく。

具体的には、申請受付業務を民間企

業に委託することで市の事務負担軽

減を図ることとしている。
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エ 福岡水素エネルギー戦略会議負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

環境－エ

負担金額決定に関する書類の保存につ

いて

負担金 5,000 千円を市が支出するに至

った金額決定に関する書類が保存されて

いない。金額決定の書類は、負担金額見

直しの重要な資料になるため、負担金を

支出している間は当該書類を保存して、

担当者が算出根拠や積算内容を的確に把

握できるようにすることが望まれる。

〈内容〉

市は、平成 17 年度から負担金 5,000
千円を支出している。なお、平成 23 年度

における負担金額は次のとおりである。

【平成 23 年度水素会議負担金】

（単位：千円）

負担者 負担金額

福岡県 75,137 
佐賀県 4,997 
北九州市 5,000 
福岡市 2,000 
独立行政法人産業技術総合研究所 1,663
財団法人九州大学学術研究都市推進機構

1,010 
公益財団法人水素エネルギー製品研究試

験センター 903 

※出所｢平成 23 年度戦略会議収支決算書

及び平成 24 年度予算案｣を参考に監査人

作成

当該負担金額が福岡県に次いで２番目

に大きい理由は、上記取組の１つである

「社会実証」に関し、市に「北九州水素

ステーション」と「北九州水素タウン」

の２つが整備されているためである。

（環境局環境未来都市推進室）

今回の意見を踏まえ、今後、負担金

に関する資料については保存するこ

ととした。

なお、負担金額については見直しを

行い、平成２４年度までは５００万円

負担してきたが、平成２５年度は１５

０万円となった。
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

そこで、5,000 千円を負担するに至っ

た金額決定の経緯の説明を所管部署に求

めたところ、書類は保存期間の５年間を

超えているためすでに破棄されており、

その経緯については不明とのことであっ

た。確かに｢北九州市文書管理規則｣の｢保

存期間区分基準表｣によれば、契約及び工

事の執行に関するもの(特に重要及び重

要なものを除く。)は、保存期間が 5 年間

とされている。

しかし、負担金は、導入当初の目的が

相対的に低下した場合においても、廃止

や減額等の見直しを行なわずに長期化す

る傾向にあるため、金額決定に関する書

類は負担額見直しの重要な資料に該当す

ると考えられる。

したがって、負担金を支出している間

は、当該書類を保存して担当者が算出根

拠や積算内容を的確に把握できるように

することが望まれる。
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オ 財団法人北九州国際技術協力協会運営補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

環境－オ

運営費補助の必要性の検討について

市は、KITA の安定的運営を支援する

目的で、事業費及び運営費を補助してい

るが、本補助金の事業費と運営費の区分

が明確でない。また、自主事業により一

般正味財産は増加傾向にあり、団体を運

営する財源も確保できている。したがっ

て、今後は補助対象を明確にし、必要額

を補助するようにすることが望ましい。

〈内容〉

市は、KITA の安定的運営を支援する

目的で、事業費及び運営費を補助してい

る。

交付申請書に添付されている平成 23
年度財団法人北九州市国際技術協力協会

補助事業運営経費では、当補助金の支出

予算は次の表のとおり記されている。

法人費のうち、「b.研修部スタッフ」か

ら「e.環境協力センター等スタッフ」ま

では、おおむね事業に係る人件費である

が、「a.事務局スタッフ」及び「f.貸室料」

から「l.会費」までは、事業費と運営費が

混在していると推測され、事業費と運営

費の区分が明確でない。

また、自主事業の実施等により一般正

味財産は増加傾向にある。過去４年間の

一般正味財産増減の部における当期経常

増減額の推移をみると、平成 23 年度は

10,109 千円と累計で 18,108 千円増加し

ており、団体を運営する財源も確保でき

ているといえる。したがって、今後は補

助対象を明確にし、必要額を補助するよ

うにすることが望まれる。

（環境局環境国際戦略課）

公益財団法人北九州国際技術協力

協会に対する補助は、平成 23 年度ま

では運営費及び事業費に対して行っ

ていたが、平成 24年４月 1日より「（公

財）北九州国際技術協力協会補助金交

付要綱」を施行し、当該要綱により補

助対象事業を明確化し、その目的に適

う事業に対してのみ補助するよう変

更している。
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カ 北九州市中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

環境－カ

財産の取得が補助対象期間終了直前に

行われた場合の適切な審査について

補助対象期間終了直前に取得した財産

については、交付先からその理由及び当

該財産の利用状況を明確にした書類等を

入手するなど、審査を適切に実施するこ

とが望まれる。

〈内容〉

補助対象である機器の取得日が平成

24 年３月 16 日と、補助対象期間終了日

（３月 31 日）直前となっていた事例が見

受けられた。市によると、当該機器は、

交付申請時から取得予定であったが、納

期が遅れたため、このような状況となっ

たとのことである。市は、その詳細な理

由及び取得日から補助対象期間までの約

２週間における利用状況等について口頭

による説明は受けているとのことである

が、文書による回答は得られていない。

一般的に、実証試験に使用する機器等

の財産については、消耗品等とは異なり、

補助対象期間のうち一定期間を通じて利

用することが想定される。しかし、補助

対象期間終了直前に取得した財産につい

ては、取得日から対象期間終了日までの

期間が短いため、実際に当該実証試験の

ために利用されたかどうか客観的に判断

する必要がある。

そのため、取得が補助対象期間終了直

前となった機器等の財産に関し、その経

緯や理由、当該財産の利用状況について、

交付先から文書で回答を入手するなど、

当該財産の購入経費が補助の対象経費と

して妥当であることについて、審査を適

切に実施することが望まれる。

（環境局環境国際戦略課）

今回ご意見をいただいた取得機器

は、韓国において抗菌タイルの有効性

を確認するために必要な機材であっ

た。

当該機器の納品日は３月１６日で

あるが、発注は２月６日に行ってい

る。

当該機器の納期は日本であれば、通

常１～２週間程度であるが、韓国での

使用のため、仕様変更や税関検査等に

時間がかかったとのこと。

納期は遅れたものの、当該機器は現

地で施工した抗菌タイルの効果確認

として、付着菌数測定や浮遊菌数測定

等で使用している。

本件については、事業報告に際して

口頭にて説明を受けていたものの、文

書の提出までは受けていなかったた

め、指摘後、改めて理由書の提出を求

め、文書で回答を得て確認を行った。

本事業の実施にあたっては要綱に

基づく詳細な手続きを記載した事務

処理マニュアルを作成しているため、

今後は、このような事例については文

書による提示を求めることを事務処

理マニュアルに盛り込むこととし、適

切な事業の審査に取り組むこととす

る。
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（５）産業経済局の補助金等 

ア 北九州市たばこ販売協同組合連合会事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－ア 

補助金交付要綱の作成・整備について

 本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。 

<内容> 

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。 

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。 

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。 

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。 

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。 

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。 

（産業経済局中小企業振興課） 

補助金の交付決定に当たり、補助金

の目的や対象事業、対象経費、補助率

等を明確にするため、「北九州市たば

こ販売協同組合連合会事業に関する

補助基準」を定めた。 

（平成２５年４月１日施行） 
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イ 社団法人北九州中小企業団体連合会事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－イ 

補助金交付要綱の作成・整備について

 本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。 

<内容> 

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。 

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。 

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。 

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。 

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。 

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。 

（産業経済局中小企業振興課） 

補助金の交付決定に当たり、補助金

の目的や対象事業、対象経費、補助率

等を明確にするため、「社団法人北九

州中小企業団体連合会事業に関する

補助基準」を定めた。 

（平成２５年４月１日施行） 
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  ウ 中小企業者支援事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－ウ 

補助金交付要綱の作成・整備について

 本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。 

<内容> 

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。 

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。 

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。 

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。 

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。 

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。 

（産業経済局中小企業振興課） 

補助金の交付決定に当たり、補助金

の目的や対象事業、対象経費、補助率

等を明確にするため、「北九州商工会

議所中小企業者支援事業に関する補

助基準」を定めた。 

（平成２５年４月１日施行） 
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 エ 中小企業優良従業員表彰事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－エ 

補助金交付要綱の作成・整備について

 本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。 

<内容> 

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。 

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。 

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。 

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。 

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。 

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。 

（産業経済局中小企業振興課） 

補助金の交付決定に当たり、補助金

の目的や対象事業、対象経費、補助率

等を明確にするため、「北九州商工会

議所中小企業優良従業員表彰事業に

関する補助基準」を定めた。 

（平成２５年４月１日施行） 
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  オ 中小企業振興事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－オ 

補助金交付要綱の作成・整備について

 本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。 

<内容> 

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。 

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。 

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。 

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。 

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。 

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。 

（産業経済局中小企業振興課） 

補助金の交付決定に当たり、補助金

の目的や対象事業、対象経費、補助率

等を明確にするため、「財団法人福岡

県中小企業振興センター中小企業振

興事業に関する補助基準」を定めた。

（平成２５年４月１日施行） 
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  カ 北九州商工会議所福利厚生事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－カ 

補助金交付要綱の作成・整備について

 本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。 

<内容> 

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。 

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。 

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。 

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。 

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。 

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。 

（産業経済局中小企業振興課） 

補助金の交付決定に当たり、補助金

の目的や対象事業、対象経費、補助率

等を明確にするため、「北九州商工会

議所福利厚生事業に関する補助基準」

を定めた。 

（平成２５年４月１日施行） 
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  キ 北九州貿易協会補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－キ 

補助金交付要綱の作成・整備について

 本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。 

<内容> 

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。 

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。 

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。 

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。 

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。 

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。 

（産業経済局国際ビジネス振興課） 

補助金の交付決定に当たり、補助金

の目的や対象事業、対象経費、補助率

等を明確にするため、「公益社団法人

北九州貿易協会補助金交付要綱」を定

めた。 

（平成２５年４月１日施行） 
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ク 環境エレクトロニクス研究事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－ク 

補助目的を達成できる体制の検討につい

て 

東アジア研究センターにおける暫定的な

環境エレクトロニクス研究は、当面、暫定

的なものとして行っているが、知的財産権

の取得や外部資金の獲得を積極的に推進し

ていく点からは体制が十分に整っていない

とのことである。東アジア研究センターが

補助金の交付目的を十分に達成できる組織

であるか暫定期間中に活発に議論されるこ

とが望まれる。 

<内容> 

東アジア研究センターは、東アジアの経

済・社会に関する調査・研究を行うために

設立された組織であるため、「環境エレク

トロニクスグループ」は異質な存在となっ

ている。たしかに、東アジア研究センター

が研究機関であること、また科学研究費補

助金への応募が可能となる文部科学大臣が

指定する機関であることからすれば、市が

東アジア研究センターに対して環境エレク

トロニクス研究を依頼したことは理解でき

る。 

しかし、知的財産権の取得や外部資金の

獲得を積極的に進めていかなければならな

い研究に対して、東アジア研究センターに

は、その体制が十分に整っていないとのこ

とである。 

平成 22 年２月４日付けで市から東アジ

ア研究センターに依頼された「財団法人国

際東アジア研究センターにおける環境エレ

クトロニクス研究の実施について（依頼）」

では、実施条件として次のように記載され

ている。暫定期間中に、今後の方向性につ

いて活発に議論されることが望まれる。 

（産業経済局新産業振興課） 

本事業は、暫定期間の平成 26 年

度まで国際東アジア研究センター

にて実施し、それまでの成果等を鑑

みて以降の実施について決定する。

これに照らして、組織・体制を含

めて引き続き検討し、決定する。 
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

【財団法人国際東アジア研究センターにお

ける環境エレクトロニクス研究の実施に 

ついて（依頼）】 

本研究は、社会情勢や技術動向等を勘案

して、当面の間ＩＣＳＥＡＤにおいて暫定

的に実施するものとする。２に掲げた実施

期間内に研究実績及び成果を評価した上

で、以降の実施については、研究成果をも

っとも効果的に地域に還元できる体制も含

めて本市（産業経済局、総務企画局）とＩ

ＣＳＥＡＤで決議し決定することとする。

※ＩＣＳＥＡＤとは、「財団法人国際東ア

ジア研究センター」の略称である。 
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ケ 福岡コンテンツ産業振興会議負担金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－ケ 

負担先の詳細な支出状況の把握につい

て 

負担先の支出状況が大項目でしか把握

されていないため、支出内容及び金額が

妥当であったか確認できない。市は、支

出内容の妥当性、経済性等を検討するた

め、詳細な支出状況を把握することが望

まれる。 

<内容> 

負担先の収入は、福岡県、北九州市及

び福岡市からの負担金がほとんどであ

る。その他の会員について、入会金及び

会費は無料とされている。 

市は、毎年度の総会に出席し事業内容

及び決算状況を把握している。その決算

内容は次のとおりであるが、たとえば会

議費についてみると 73 万円余りが計上

され、その摘要には、総会、企画運営委

員会開催経費としか記述されていない。

会場費や講演講師謝金等と考えられる

が、詳細は不明である。 

市は、負担先の支出内容の妥当性等を

検討するため、詳細な支出状況を把握す

ることが望まれる。 

（産業経済局新産業振興課） 

福岡コンテンツ産業振興会議は、平

成 24 年度より｢福岡 Ruby ビジネス拠

点推進会議｣と統合し、｢福岡県 Ruby

コンテンツビジネス振興会議｣となっ

た。北九州市は、福岡コンテンツ産業

振興会議｣と同額の負担金を支出して

いる。 

振興会議の予算・決算については、

これまで同様理事会及び総会にて報

告を受けているが、収支の詳細を把握

するため、平成 24 年度決算時より総

会開催前に費目ごとの収支一覧を求

め、状況や目的を確認するとともに収

支に関する個々の資料を確認した。 
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コ 福岡ナノテク推進会議負担金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－コ 

負担先の詳細な支出状況の把握につい

て 

負担先の支出状況が大項目でしか把握

されていないため、支出内容及び金額が

妥当であったか確認できない。市は、支

出内容の妥当性、経済性等を検討するた

め、詳細な支出状況を把握することが望

まれる。 

<内容> 

負担先の収入は、福岡県、北九州市及

び福岡市からの負担金がほとんどであ

る。その他の会員について、入会金及び

会費は無料とされている。 

市は、毎年度の総会に出席し事業内容

及び決算状況を把握している。その決算

内容は次のとおりであり、詳細な内容は

不明である。たとえば推進会議事業とし

て 800 万円程度が計上されているもの

の、その内容は、負担先の規約に、「ナノ

テク推進会議を円滑に運営するために、

経費管理、総会・企画運営委員会の開催、

情報発信等、ナノテク推進会議運営事業

を実施する。」としか記述されていない。

会議にかかる会場費や講演講師謝金等及

び情報発信に係るホームページの管理費

等と考えられるが、詳細は不明である。

市は、負担先の支出内容の妥当性等を

検討するため、詳細な支出状況を把握す

ることが望まれる。 

（産業経済局新産業振興課） 

今回の指摘を受けて平成 24 年度の

決算では、負担金の支出内容の妥当性

を確認するため、事務局である福岡県

から詳細な支出書類を徴して支出内

容を確認した。 

なお、福岡ナノテク推進会議の活動

は平成24年度をもって終了したため、

今後負担金は支出しない。 
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  サ ロボット産業振興会議負担金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－サ 

負担先の詳細な支出状況の把握につい

て 

負担先の支出状況が大項目でしか把握

されていないため、支出内容及び金額が

妥当であったか確認できない。市は、支

出内容の妥当性、経済性等を検討するた

め、詳細な支出状況を把握することが望

まれる。 

<内容> 

負担先の収入は、福岡県、北九州市及

び福岡市からの負担金がほとんどであ

る。その他の会員について、入会金及び

会費は無料とされている。 

市は、毎年度の総会に出席し事業内容

及び決算状況を把握している。その決算

内容は次のとおりであるが、たとえば会

議費についてみると 168 万円余りが計上

され、その摘要には、総会、企画運営委

員会、医療・介護部会としか記述されて

いない。会場費や講演講師謝金等と考え

られるが、詳細は不明である。 

市は、負担先の支出内容の妥当性等を

検討するため、詳細な支出状況を把握す

ることが望まれる。 

なお、負担先においては、平成 22 年度ま

で多額の繰越金が継続していたが、平成

23 年度決算において、福岡県、北九州市

及び福岡市にそれぞれの負担額に応じた

返還がなされている

（産業経済局新産業振興課） 

今回の指摘を受けて平成 24 年度の

決算では、負担金の支出内容の妥当性

を確認するため、事務局である福岡県

から詳細な支出書類を徴して支出内

容を確認した。 

次年度以降においても、同様の手続

きにて負担金の支出状況を確認する

こととしたい。



45 

  シ 環境・エネルギー技術革新企業集積特別助成金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－シ

補助金の交付決定手続及び補助金額の

確定手続の効率化について

補助金の交付決定手続と補助金額の確

定手続がほぼ同じタイミングとなり両方

の書類の記載内容は実質的に変わること

はないが、規則上両方の手続を実施せざ

るを得ず、わかりにくい手続となってい

る。書類の様式の見直しなど弾力的な運

用を検討し、企業担当者及び市の担当者

双方にとって効率的でわかりやすい手続

とすることが望まれる。

〈内容〉

本補助金については、工場等の稼働開

始後、投資額が確定したときに申請書等

の提出がなされることから、交付決定時

点から交付金額が原則変動することはな

い。

また、補助金の交付決定手続と補助金

額の確定手続がほぼ同じタイミングとな

り両方の書類の記載内容は実質的に変わ

ることはないが、規則上両方の手続を実

施せざるを得ない。

そのため、交付決定後に行われる実績

報告書の提出及び交付額の確定手続につ

いては、形式上の手続となっている。

その結果、申請する企業の担当者からす

れば同じような手続を 2 度実施している
ような印象が生じる可能性があり、わか

りにくくなっている。

したがって、申請書等及び実績報告書

の様式を見直すなど、弾力的運用を行う

ことにより、企業担当者及び市の担当者

双方にとって効率的でわかりやすい手続

とすることが望まれる。

（産業経済局企業立地支援課）

当補助金交付制度は 3年に一度、制
度の見直しを行うこととしており、平

成 26 年 4 月が改定時期となる。この
要綱の改正を踏まえ、様式の見直しを

検討し、ご意見いただいた内容に対応

する予定としている。
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ス 企業立地促進補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－ス

補助金の交付決定手続及び補助金額の

確定手続の効率化について

補助金の交付決定手続と補助金額の確

定手続がほぼ同じタイミングとなり両方

の書類の記載内容は実質的に変わること

はないが、規則上両方の手続を実施せざ

るを得ず、わかりにくい手続となってい

る。書類の様式の見直しなど弾力的な運

用を検討し、企業担当者及び市の担当者

双方にとって効率的でわかりやすい手続

とすることが望まれる。

〈内容〉

本補助金については、工場等の稼働開

始後、投資額が確定したときに申請書等

の提出がなされることから、交付決定時

点から交付金額が原則変動することはな

い。

また、補助金の交付決定手続と補助金

額の確定手続がほぼ同じタイミングとな

り両方の書類の記載内容は実質的に変わ

ることはないが、規則上両方の手続を実

施せざるを得ない。

そのため、交付決定後に行われる実績

報告書の提出及び交付額の確定手続につ

いては、形式上の手続となっている。

その結果、申請する企業の担当者から

すれば同じような手続を 2 度実施してい
るような印象が生じる可能性があり、わ

かりにくくなっている。

したがって、申請書等及び実績報告書

の様式を見直すなど、弾力的運用を行う

ことにより、企業担当者及び市の担当者

双方にとって効率的でわかりやすい手続

とすることが望まれる。

（産業経済局企業立地支援課）

当補助金交付制度は 3年に一度、制
度の見直しを行うこととしており、平

成 26 年 4 月が改定時期となる。この
要綱の改正を踏まえ、様式の見直しを

検討し、ご意見いただいた内容に対応

する予定としている。
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  セ 空洞化対策特別交付金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－セ①

補助金の交付決定手続及び補助金額の

確定手続の効率化について

補助金の交付決定手続と補助金額の確

定手続がほぼ同じタイミングとなり両方

の書類の記載内容は実質的に変わること

はないが、規則上両方の手続を実施せざ

るを得ず、わかりにくい手続となってい

る。書類の様式の見直しなど弾力的な運

用を検討し、企業担当者及び市の担当者

双方にとって効率的でわかりやすい手続

とすることが望まれる。

〈内容〉

本補助金については、工場等の操業開

始後、投資額が確定したときに申請書等

の提出がなされることから、交付決定時

点から交付金額が原則変動することはな

い。

また、補助金の交付決定手続と補助金

額の確定手続がほぼ同じタイミングとな

り両方の書類の記載内容は実質的に変わ

ることはないが、規則上両方の手続を実

施せざるを得ない。

そのため、交付決定後に行われる実績

報告書の提出及び交付額の確定手続につ

いては、形式上の手続となっている。

その結果、申請する企業の担当者から

すれば同じような手続を 2 度実施してい
るような印象が生じる可能性があり、わ

かりにくくなっている。

したがって、申請書等及び実績報告書

の様式を見直すなど、弾力的運用を行う

ことにより、企業担当者及び市の担当者

双方にとって効率的でわかりやすい手続

とすることが望まれる。

（産業経済局企業立地支援課）

当補助金交付制度は 3年に一度、制
度の見直しを行うこととしており、平

成 26 年 4 月が改定時期となる。この
要綱の改正を踏まえ、様式の見直しを

検討し、ご意見いただいた内容に対応

する予定としている。
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－セ②

類似する他の補助金等との整理・統合

の検討について

本補助金のように、臨時的で、かつ補

助対象、補助内容等が類似する補助事業

が別途整備されている場合、利用者にと

ってより分かりやすい補助金制度構築の

観点から、将来的には企業立地促進補助

金に整理・統合する検討を行うことが望

まれる。

〈内容〉

企業立地促進補助金と空洞化対策特別

交付金について、制度概要を比較すると、

次のとおりである。（略）

空洞化対策特別交付金は、補助対象に

新設が含まれないこと、利用要件に「新

規常用雇用者の要件」がなく、投資額に

下限が設けられていること及び限度額の

範囲・金額が、企業立地促進補助金と相

違している。

しかし、これらの補助金制度は、対象

となる業種や補助金算定方法などについ

て類似しており、特に増設を伴う工事の

場合には両制度の要件を満たす企業も存

在する可能性がある。

交付要綱には、「市の同種の補助金の

交付決定を受けた企業については、交付

金は交付しない」旨が定められているた

め、補助金の二重交付はなされないもの

の、利用者からみてよりわかりやすい補

助金制度構築のために、将来的には空洞

化対策特別交付金を企業立地促進補助金

に整理・統合する検討を行うことが望ま

れる。

（産業経済局企業立地支援課）

当補助金交付制度は 3年に一度、制
度の見直しを行うこととしており、平

成 26 年 4 月が改定時期となる。その
タイミングと合わせ、要綱の改正及び

他の補助金との整理・統合等について

検討したいと考えている。
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ソ 国際物流特区企業集積特別助成金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－ソ

補助金の交付決定手続及び補助金額の

確定手続の効率化について

補助金の交付決定手続と補助金額の確

定手続がほぼ同じタイミングとなり両方

の書類の記載内容は実質的に変わること

はないが、規則上両方の手続を実施せざ

るを得ず、わかりにくい手続となってい

る。書類の様式の見直しなど弾力的な運

用を検討し、企業担当者及び市の担当者

双方にとって効率的でわかりやすい手続

とすることが望まれる。

〈内容〉

本補助金については、工場等の稼働開

始後、投資額が確定したときに申請書等

の提出がなされることから、交付決定時

点から交付金額が原則変動することはな

い。

また、補助金の交付決定手続と補助金

額の確定手続がほぼ同じタイミングとな

り両方の書類の記載内容は実質的に変わ

ることはないが、規則上両方の手続を実

施せざるを得ない。

そのため、交付決定後に行われる実績

報告書の提出及び交付額の確定手続につ

いては、形式上の手続となっている。

その結果、申請する企業の担当者から

すれば同じような手続を 2 度実施してい
るような印象が生じる可能性があり、わ

かりにくくなっている。

したがって、申請書等及び実績報告書

の様式を見直すなど、弾力的運用を行う

ことにより、企業担当者及び市の担当者

双方にとって効率的でわかりやすい手続

とすることが望まれる。

（産業経済局企業立地支援課）

当補助金交付制度は 3年に一度、制
度の見直しを行うこととしており、平

成 26 年 4 月が改定時期となる。この
要綱の改正を踏まえ、様式の見直しを

検討し、ご意見いただいた内容に対応

する予定としている。



50 

タ 関門海峡観光推進協議会負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－タ

繰越金の精算又は負担金額の見直しに

ついて

負担先では、平成 22 年度から 200 万
円を超える繰越金が継続しているが、負

担金額は変更されていない。事務局は参

加自治体の所管部署内にあり、団体運営

のための繰越金の必要性が低いことか

ら、繰越金の精算又は負担金額の見直し

等を関係機関に協議のうえ提案すること

が望まれる。

〈内容〉

負担先に対しては、北九州市、山口県

及び下関市がそれぞれ同額を負担してい

る。

団体の決算状況をみると、次の表のと

おりであり、平成 22年度において事業内
容を見直すなど支出を削減した結果、事

業費が減少したことに伴い、多額の繰越

金が発生している。

事業費が減少したにもかかわらず負担

金額が変更されておらず、また、団体運

営のための繰越金の必要性が低いことか

ら、繰越金の精算又は負担金額の見直し

等を関係機関に提案することが望まれ

る。

（産業経済局門司港レトロ課）

平成２２年度は、事業効果や実施時

期について、協議会内で吟味し、随時

事業内容を見直すとともに経費を効

率的に執行した結果、繰越金が増大し

たものである。

今後は、効果的な事業実施のための

綿密な計画を立て、過度な繰越金が発

生しないような適切な負担金の設定

に努めるとともに、それでも過度な繰

越金が発生すると見込まれる場合は、

繰越金の精算または、負担金の見直し

を協議する。
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チ 北九州市にぎわいづくり懇話会補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－チ①

繰越金の精算又は補助金額の見直しに

ついて

交付先では事業費支出額の１割を超え

る繰越金が継続しているが、補助金額は

変更されていない。事務局は市役所内の

にぎわい推進課が行っており、団体運営

には多額の繰越金の必要性が低いことか

ら、繰越金の精算又は補助金額の見直し

等を関係機関に提案することが望まれ

る。

〈内容〉

交付先に対しては、市が補助金を、民

間企業等 17 団体が負担金を支出してい
る。

平成 23 年度の決算状況をみると次の
表のとおりであり、事業費支出額の１割

を超える繰越金が継続している。なお、

情報誌「雲のうえ」に係る収入及び支出

を除くと、繰越金の割合は支出額の４分

の１を超えている。

補助金額は変更されているが、変更後

もなお、200 万円以上の繰越金が継続し
て計上されている。

事務局は市役所内にあり、団体運営に

は多額の繰越金の必要性が低いことか

ら、繰越金の精算又は補助金額の見直し

等を関係機関に提案することが望まれ

る。

（産業経済局にぎわい推進課）

繰越金額については、平成２３年度

２５０万円、平成２４年度２１０万円

と減少傾向にあり、さらに今年度は新

規事業実施予定のため、大幅な繰越金

額の減少が見込まれる。

そのため、次年度以降の繰越金額を

確認したうえで、なおかつ多額の繰越

金が発生する場合は、精算もしくは補

助金額の見直しについて協議したい。
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監 査 の 結 果(意見) 措 置 状 況

産業－チ②

懇話会が実施する補助事業の審査につ

いて

懇話会が補助している認定事業の中

に、市から負担金を受け取っているおさ

かなロードＰＲ実行委員会が実施する事

業の一つがあり、懇話会から補助金が支

出されていた。実行委員会に対する負担

金は懇話会が補助した事業の財源として

は使用されていないと思われるが、その

確認はなされていない。所管部署におい

ては、交付条件について適切に審査する

ことが望まれる。

〈内容〉

懇話会が補助している認定事業の中

に、市から負担金を受け取っているおさ

かなロードＰＲ実行委員会が実施する事

業の一つがあり、懇話会から補助金が支

出されていた。実行委員会に対する負担

金は懇話会が補助した事業の財源として

は使用されていないと思われるが、懇話

会及び市において確認されていない。

要綱には次のとおり他の公共団体が補

助しているものを除くとされている。

懇話会の事務局であり、懇話会に補助

金を交付している所管部署においては、

交付条件について適切に審査することが

望まれる。

（産業経済局にぎわい推進課）

懇話会から認定事業に対し補助金

を支払う際は、当該事業の収支決算報

告書を提出させ、そこで他の公共団体

の補助がないか確認している。

指摘事業に対しても、当該補助金と

参加費にて運営されており、他の公共

団体の補助がないことは確認済みで

ある。
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ツ 北九州ミュージックフェスタ開催負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－ツ

補助金等交付規則の適用について

市は、実行委員会の構成メンバーとして、事

業実施に対し負担金を支出しているが、補助金

等交付規則の適用を受けない取り扱いとなっ

ている。しかし、実質的には事業に対する助成

（補助）としての性格が強いことから、本負担

金は補助金等交付規則の適用を受ける補助金

等として取り扱うことが望まれる。

〈内容〉

市は、実行委員会の構成メンバーとして、事

業実施に対し負担金を支出している。

本負担金の支出に関しては、市の除外支出金

指定における「市が構成の一員である協議会等

に対する負担金」に該当し、補助金等交付規則

の適用を受けない取り扱いとなっている。

平成 23 年度の決算書をみると、収入は、次
の表のとおり、市負担金及び市が負担金を支出

している北九州市にぎわいづくり懇話会を通

じた負担金のほかは市の関係団体である上下

水道協会 500千円、出場者運営協力金 232千円
等であり、この他の構成メンバーからの負担金

はない。

すなわち、実質的には、前年度繰越金及び市

負担金をもって、事業実施に必要な経費が賄わ

れており、この負担金は、「市が構成の一員で

ある協議会等に対する負担金」という性格とい

うよりも、事業経費に対する助成（補助）とし

ての性格が強いといえる。

したがって、本負担金については、補助金等

交付規則の適用を受ける補助金等として取り

扱うことが望まれる。

なお、その際、事業内容だけでなく、団体に

おける資産の状況や収支の状況等を検討し、補

助金等の交付の必要性及び金額について検討

することが望まれる。

（産業経済局にぎわい推進課）

 実行委員会と協議しながら、

来年度以降、補助金等交付規則

の適用を受ける補助金として拠

出していくことを検討する。

併せて交付の必要性及び金額

についても検討する。
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テ サイクルツアー北九州負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－テ

補助金等交付規則の適用について

市は、実行委員会の構成メンバーとして、

事業実施に対し負担金を支出しているが、補

助金等交付規則の適用を受けない取り扱い

となっている。しかし、実質的には事業に対

する助成（補助）としての性格が強いことか

ら、本負担金は補助金等交付規則の適用を受

ける補助金等として取り扱うことが望まれ

る。

〈内容〉

市は、実行委員会の構成メンバーとして、

事業実施に対し負担金を支出している。

本負担金の支出に関しては、市の除外支出金

指定における「市が構成の一員である協議会

等に対する負担金」に該当し、補助金等交付

規則の適用を受けない取り扱いとなってい

る。

平成 23 年度の決算書は、次の表のとおり
であり、収入をみると、市負担金のほかは、

参加者からの参加費と寄付金等となってお

り、他の構成メンバーからの負担金はない。

すなわち、実質的には、事業実施に必要な

経費のうち、サイクルツアー参加者からの参

加費で賄えない経費を市が負担する形とな

っており、この負担金は、「市が構成の一員

である協議会等に対する負担金」という性格

というよりも、実質的に事業経費に対する助

成（補助）としての性格が強いといえる。

したがって、本負担金については、補助金

等交付規則の適用を受ける補助金等として

取り扱うことが望まれる。

なお、補助金として取り扱う場合は、産業

経済局所管のコンベンション開催助成金や

市民文化スポーツ局のスポーツ大会開催補

助等、類似する制度との整理を検討すること

も望まれる。

（産業経済局にぎわい推進課）

 実行委員会と協議しながら、来

年度以降、補助金等交付規則の適

用を受ける補助金として拠出して

いくことを検討する。

併せて類似する制度との整理に

ついても検討する。
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  ト 「全国女性俳句大会 in北九州」開催負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

産業－ト

補助金等交付規則の適用について

市は、実行委員会の構成メンバーとし

て、事業実施に対し負担金を支出してい

るが、補助金等交付規則の適用を受けな

い取り扱いとなっている。しかし、実質

的には事業に対する助成（補助）として

の性格が強いことから、本負担金は補助

金等交付規則の適用を受ける補助金等と

して取り扱うことが望まれる。

〈内容〉

市は、実行委員会の構成メンバーとし

て、事業実施に対し負担金を支出してい

る。

本負担金の支出に関しては、市の除外

支出金指定における「市が構成の一員で

ある協議会等に対する負担金」に該当し、

補助金等交付規則の適用を受けない取り

扱いとなっている。

平成 23年度の決算書は、次の表のとお
りであり、収入をみると、市負担金のほ

かは、参加者からの参加費と広告協賛金

となっており、他の構成メンバーからの

負担金はない。

すなわち、実質的には、事業実施に必

要な経費のうち、参加者からの参加費で

賄えない経費を市が負担する形となって

おり、この負担金は、「市が構成の一員で

ある協議会等に対する負担金」という性

格というよりも、実質的に事業経費に対

する助成（補助）としての性格が強いと

いえる。

したがって、本負担金については、補

助金等交付規則の適用を受ける補助金等

として取り扱うことが望まれる。

（産業経済局観光・コンベンション

課）

本実行委員会は、本市を含め９つの

団体から構成されており、大会につい

ても、構成団体が各々役割を担いなが

ら、実施している状況である。

本負担金については、本市の実行委

員会に対する役割の在り方のひとつ

として負担しているものであり、事業

経費に対する助成（補助）には当たら

ないと認識している。

以上のことから、本負担金について

は、引き続き「市が構成の一員である

協議会等に対する負担金」として取り

扱うものとするが、今後とも負担金の

適正な執行に努めてまいりたい。
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ナ 福岡空港国際観光案内所運営協議会負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－ナ 

繰越金の精算又は負担金額の見直しに

ついて 

負担先では、平成 21 年度から事業費支

出額の４割を超える繰越金が継続してい

るが、負担金額は変更されていない。事

務局は福岡県庁内にあり、団体運営には

多額の繰越金の必要性が低いことから、

繰越金の精算又は負担金額の見直し等を

関係機関に提案することが望まれる。 

〈内容〉 

負担先に対しては、九州観光推進機構

（福岡県）、北九州市、福岡市及び福岡空

港ビルディング株式会社が負担金を支出

している。 

平成 23 年度の決算状況をみると、次の

表のとおりであり、平成 21 年度から事業

費支出額の４割を超える繰越金が継続し

ている。 

事務局は福岡県庁内にあり、団体運営

には、多額の繰越金の必要性が低いこと

から、繰越金の精算又は負担金額の見直

し等を関係機関に提案することが望まれ

る。 

（産業経済局観光・コンベンション課）

協議会において、外国人観光客ニー

ズに対応した事業の拡充と、そのため

の経費の一部に繰越金を充てることが

決定された。 

 具体的には、平成２４年度より観光

案内所の営業時間を延長（三年間）す

ることとし、その効果について検証し

た上で、平成２７年度以降の継続を判

断する予定である。 

この取り組みの結果、今後も繰越金

が発生すると想定される場合は、繰越

金の精算又は負担金額の見直しについ

て関係機関に提案したい。 
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ニ 門司港レトロ観光列車補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

産業－ニ 

実績報告等の適切な審査について 

 本補助金額の確定に当たっての算定根

拠と確定後に入手する資料との詳細な審

査が行われていない。事業報告の審査に

おいて、補助金額確定後に審査が必要な

場合は、速やかに審査するとともに、事

実と記載内容の不整合がある場合には、

その原因等について慎重に確認すること

が望まれる。 

<内容> 

本補助金の実績報告に当たり「門司港

レトロ観光線収支表」が添付され、補助

金額の確定に当たっての算定根拠とされ

ている。 

交付要綱では、実績報告の提出期限が

事業完了後 20 日以内とされており、実績

報告は４月 20 日付けで提出されている。

市は、実績報告の内容を確認のうえ、５

月９日付けで補助金確定通知をしてお

り、その後、交付先である平成筑豊鉄道

株式会社から株主総会後に財務諸表が送

付されている。 

その際、財務諸表と実績報告添付の収

支表に差異があったが、詳細な審査、内

容の聴取等が行われていなかった。 

実際、実績報告時点での収支表に誤り

があり、精算が必要な状況となっている。

事業報告の審査において、補助金額の

確定後に審査が必要な場合は、速やかに

審査するとともに、事実と記載内容の不

整合がある場合には、その原因等につい

て慎重に確認することが望まれる。 

（産業経済局門司港レトロ課） 

 今回の意見を受け、今後同様の誤り

を防ぐため、交付先である平成筑豊鉄

道株式会社の株主総会後速やかに、実

績報告と財務諸表の確認を行い、精算

が必要な場合は、早急に行う事とし

た。 

 また、交付先の会社に於いても、実

績報告と財務諸表の確認を行い、誤り

があった場合は、速やかに市の担当課

に連絡することとした。 

 今後を見据えて、これらの処理を誤

りなく行うよう、要綱（または交付決

定通知書）に記載し、双方で確認する

こととしたい。 

 なお、今回過大交付となっていた金

額については、精算済みである。 
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（６）港湾空港局の補助金等

ア 北九州空港アクセス推進協議会負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

港湾－ア

補助金等交付規則の適用について

本負担金の支出に関しては、市の除外

支出金指定における「市が構成の一員で

ある協議会等に対する負担金」に該当し、

補助金等交付規則の適用を受けない取り

扱いとなっている。

平成 23年度の決算書において、収入を
みると、市の負担金以外に、他の構成メ

ンバーからの負担金はない。

すなわち、実質的には、事業実施に必

要な経費のすべてが市負担金並びに市負

担金から生じた預金利息及び前期繰越金

で賄われており、この負担金は、「市が構

成の一員である協議会等に対する負担

金」という性格というよりも、実施的に

事業経費に対する助成（補助）としての

性格が強いといえる。

したがって、本負担金については、補助

金等交付規則の適用を受ける補助金とし

て取り扱うことが望まれる。

（港湾空港局空港企画室）

当協議会は、本市を含め 4つの団体
から構成されており、会の活動につい

ても、構成団体が各々役割を担いなが

ら実施している状況である。

本負担金については、事業経費に対

する単なる助成（補助）ではなく、本

市の協議会に対する役割の在り方の

ひとつとして負担しているものと認

識している。

以上のことから、本負担金について

は、引き続き「市が構成の一員である

協議会等に対する負担金」として取り

扱うものとしたい。

なお、協議会の事業実施にあたって

は、これまでも経費内訳等詳細な資料

を基に、内容を精査した上で、予算執

行しているところであるが、加えて、

協議会が事業者に対して補助金の交

付を行うに当たっては、本市の補助金

等交付規則に準じた補助金等交付要

綱を作成するなど、本市負担金の適正

な執行を担保するための検討を行い

たい。
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イ 北九州空港国際航空貨物推進協議会負担金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

港湾－イ

繰越金の精算の検討について

負担先には、平成 19年度から多額の繰越
金が継続しており、平成 23年度には 11,457
千円となっている。負担先の運営費及び事

業費は多額の繰越金を必要としていないた

め、構成団体である苅田町と協議のうえ、

現在残っている繰越金は、必要額を残して

精算し、今後発生する収支差額については、

都度精算するよう提案することが望まれ

る。

<内容> 
本協議会の主な歳入は、市及び苅田町の

負担金によるものであり、市及び苅田町の

負担金拠出割合は、協議会が設立された平

成 19年度から平成 22年度まで 50対 50と
されていた。

平成 21年度から平成 23年度までの収支
状況は次の表のとおりである。平成 21年度
は、前年度からの繰越金が多くあったため、

事業実績の進捗を見極めながら負担金の拠

出をすることとした。その結果、市は本協

議会運営費のみを拠出することとなった

が、苅田町は、当初予定された金額の負担

金を拠出することとなったため、負担額に

差異が生じた。

そのため、次期繰越金 36,606千円のうち、
13,000 千円を苅田町分とし、平成 22 年度
の苅田町の負担金は０円とした。平成 23
年度に市と苅田町が当年度の負担金につい

て協議した結果、苅田町の次期繰越金 3,800
千円と同額の 3,800 千円をこれまでと同じ
比率で市が拠出し、それを超える分は市と

苅田町で 80対 20の割合で拠出することと
した。予算残額 11,457千円は全額を次期繰
越金としたが、これは平成 23年度歳出の約
48％に相当するものである。

（港湾空港局空港企画室）

意見のとおり、平成 24 年度決算に
おいて必要額（平成 24 年度に運航さ
れたチャーター便に係る助成金のうち

未請求分）を残し精算することとした。



60 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

協議会の事務局は市の港湾空港局空港企

画室にあり、団体運営のための繰越金の必

要性は低い。事業費についても、翌年度の

負担金受取までの支払に必要な金額があれ

ば十分であり、多額な繰越金の必要性は低

い。

したがって、苅田町と協議のうえ、現在

残っている繰越金は、必要額を残して精算

し、今後発生する収支差額は、都度精算す

るよう提案することが望まれる。
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（７）消防局の補助金等

ア 各区市民防災会連合会補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

消防－ア

経費の執行が補助対象期間終了直前に

集中した場合の適切な審査について

補助対象期間終了直前に経費の支出が

集中する傾向が見受けられたことから、

支払時期が補助対象期間終了直前となる

理由を補助金交付先から文書等で入手す

るなど、理由の合理性を含む適切な審査

の実施が望まれる。

〈内容〉

平成23年度の支出額1,231,189円のう
ち、559,860 円という全支出額の４割を
超える支出が、年度が終わる３月 23日か
ら３月 31日までの間に行われており、補
助対象期間終了直前に経費の支出が集中

する傾向が見受けられた。

一般的に事業に必要な支出は事業の実

施に合わせて適時に行われものである

が、終了直前に集中している場合、効果

的に補助金が活用されているか検討する

ことが必要と考える。

補助対象期間終了直前での予算執行に

ついては補助金交付先から理由を文書等

で入手するなど、理由の合理性を含む適

切な審査の実施が望まれる。

（消防局警防課）

監査意見後、補助対象期間終了直前

での予算執行について、小倉北消防署

予防課に対し文書での理由提出を指

示した。

その理由は、第２四半期中に多数発

注していた物品が、東日本大震災の影

響により品薄であり、納品、支出が年

度末となったものであった。

その後、各消防署予防課に対し、適

切な補助金の執行について指導を行

った。

具体的には、

①補助対象期間終了直前での予算執

行については、その理由を明確にして

おくこと。また、特に説明等が必要で

あると思われる案件については、消防

局警防課へ報告すること。

②消防局警防課は、補助金の執行につ

いて報告があった場合、適切な審査を

実施し、必要により指導等を行う。

③年間事業計画の中で必要な経費に

ついては、十分に精査し、計画的に補

助金を執行すること。

④所属長は毎月補助金の執行状況を

確認すること。
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（８）教育委員会の補助金等 

ア 小学校文化行事補助金・小学校体育行事補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

教育－ア① 

小学校体育連盟事業報告書の記載内容

の見直しについて 

事業報告書の記載内容をもとに補助金

交付の適切性につき審査を行うため、事

業報告書の記載内容は適切な審査ができ

るよう具体的な報告を求めることが望ま

れる。 

<内容> 

小体連に対する補助金の事業報告書に

おいて、行事の実施時期、会場、参加児

童数の記載内容が、次のとおり不明瞭と

なっている。例えば、月日が「中旬」と

なっていたり、参加児童数が概数となっ

ていたりする。 

事業報告書に基づき、事業の実施状況

を詳細に確認し、補助金交付の適切性に

ついて審査を行う必要がある。そのため、

事業報告書には、事業の実施内容につき

審査に必要な具体性を持った記述を求め

ることが望まれる。 

（教育委員会指導企画課） 

 平成２５年度より、事業報告書にお

いては、事業内容、実施経過及び成果

等について具体的な記載を求めるこ

ととし、交付決定通知書の際に各団体

に通知した。 
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

教育－ア② 

予算額と決算額の一致原因の確認につ

いて 

収支予算書と収支決算書の支出額が一

致している原因を確認しておらず、補助

金額の妥当性を検証できていない可能性

がある。収支決算書と領収書との突き合

わせに終始するのではなく、予算額と決

算額の一致原因の確認等も行うことが望

まれる。 

<内容> 

補助金の交付を申請する団体は、交付

申請時に収支予算書を提出し、事業終了

時には収支決算書を提出する。 

市は、収支決算書における支出の全費

目と領収書を突き合わせているが、小体

連及び小文連を構成する多くの部門にお

いて収支予算書と収支決算書の支出額が

一致している原因を確認していない。 

一般的に、予算額と決算額が円単位で

一致することは少なく、各部門において、

次のいずれかの処理を行っている可能性

がある。 

・支出総額が補助金額を超えるので、決

算額を補助額に合わせて少なく報告して

いる。すなわち、収支決算書には補助額

を上限とした金額を記載している。 

・ 支出総額が補助金額を下回ることとな

るため、追加して必要性の低いものを購

入するなど決算額を補助額に合わせてい

る。すなわち、市への戻入が生じないよ

うに調整している。 

現在の審査方法では、予算額と決算額

が一致している原因の確認ができず、補

助金額の妥当性を検証できていない可能

性がある。領収書との突き合わせに終始

するのではなく、予算額と決算額の一致

原因の確認等も行うことが望まれる。 

（教育委員会指導企画課） 

各団体の収入は補助金以外に無く、

支出額が補助額を超えないよう大会

委員費や審判料等特定の費目の執行

を抑制している状況であり、そのこと

が予算と決算の支出額が一致する原

因であった。 

今後は、予算に応じた適正な規模で

の事業実施に努めるとともに、計画的

な執行を行うよう指導することとし

たい。 
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イ 中学文化行事補助金・中学体育行事補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

教育－イ

予算額と決算額の一致原因の確認につい

て

収支予算書と収支決算書の支出額が一致

している原因を確認しておらず、補助金額

の妥当性を検証できていない可能性があ

る。収支決算書と領収書との突き合わせに

終始するのではなく、予算額と決算額の一

致原因の確認等も行うことが望まれる。

〈内容〉

補助金の交付を申請する団体は、交付申

請時に収支予算書を提出し、事業終了時に

は、収支決算書を提出する。

市は、収支決算書における支出の全費目

と領収書を突き合わせているが、福岡県中

学校総合体育大会補助金及び北九州市中学

校文化連盟運営費補助金（11 部門中８部

門）において、予算額と決算額が一致して

いる原因は確認していない。

一般的に、予算額と決算額が円単位で一

致することは少なく、交付先の団体は次の

いずれかの処理を行っている可能性があ

る。

・補助金が不足しているため、決算額を補

助額に合わせて少なく報告している。すな

わち、実際には補助額以上の金額を支出し

ているが、収支決算書には補助額を上限と

した金額を記載している。

・支出額が少なくなりそうなため、必要性

の低いものを購入するなど決算額を補助額

に合わせている。すなわち、市への戻入が

生じないように調整している。

現在の審査方法では、予算額と決算額が

一致している原因の確認ができず、補助金

額の妥当性を検証できていない可能性があ

る。収支決算書と領収書との突き合わせに

終始するのではなく、予算額と決算額の一

致原因の確認等も行うことが望まれる。

（教育委員会指導企画課）

各団体の収入は補助金以外に無

く、支出額が補助額を超えないよう

大会委員費や審判料等特定の費目

の執行を抑制している状況であり、

そのことが予算と決算の支出額が

一致する原因であった。

今後は、予算に応じた適正な規模

での事業実施に努めるとともに、計

画的な執行を行うよう指導するこ

ととしたい。
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ウ 防犯ブザー購入事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

教育－ウ 

防犯ブザーの所持率の把握について 

要綱にある補助目的「防犯ブザーの所

持の促進」の達成度合いを測定するため、

定期的に防犯ブザーの所持率の調査等を

実施し把握することが望まれる。 

〈内容〉 

平成 22 年度における本補助金を利用

した防犯ブザーの購入率は、小学校１年

生で 64.1％となっている。北九州市ＰＴ

Ａ協議会以外から購入したり兄弟姉妹等

のお下がりを使用したりすることも考え

られる。したがって、当該購入率の大き

さで防犯ブザーの「所持率」を直接的に

測ることはできないため、要綱にある補

助目的「防犯ブザーの所持の促進」の達

成度を測定できるよう定期的に防犯ブザ

ーの所持率の調査等を実施し把握するこ

とが望まれる。 

（教育委員会指導企画課） 

防犯ブザーの所持率については、福

岡県が実施する「幼児児童生徒の安全

確保の取組に係る実施状況調査」にお

いて、本市の全児童生徒の所持率を把

握した。 

今後も、調査結果を活用して、補助

目的達成度合いの測定のほか、経年変

化を確認していく。 
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エ 補導対策事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

教育－エ 

予算額と決算額の一致原因の確認につ

いて 

収支予算書と収支決算書の支出額が一

致している原因を確認しておらず、補助

金額の妥当性を検証できていない可能性

がある。収支決算書と領収書との突き合

わせに終始するのではなく、予算額と決

算額の一致原因の確認等も行うことが望

まれる。 

<内容> 

補助金の交付を申請する団体は、交付

申請時に収支予算書を提出し、事業終了

時に収支決算書を提出する。 

市は、収支決算書における支出の全費

目と領収書を突き合わせているが、補助

対象経費の収支予算書と収支決算書の金

額が一致していることについての確認は

していない。 

一般的に、予算額と決算額が円単位で

一致することは少なく、交付先の団体は

次のいずれかの処理を行っている可能性

がある。 

・ 補助金が不足しているため、決算額を

補助額に合わせて少なく報告している。

すなわち、実際には補助額以上の金額を

支出しているが、収支決算書には補助額

を上限とした金額を記載している。 

・ 支出額が少なくなりそうなため、必要

性の低いものを購入するなど決算額を補

助額に合わせている。すなわち、市への

戻入が生じないように調整している。 

現在の審査方法では、予算額と決算額

が一致している原因の確認ができず、補

助金額の妥当性を検証できていない可能

性がある。収支決算書と領収書との突き

合わせに終始するのではなく、予算額と

決算額の一致原因の確認等も行うことが

望まれる。 

（教育委員会指導第二課） 

同団体では、支出が予算を超えない

よう会議費など特定の費目の執行を

抑制している状況であり、そのことが

予算と決算の支出額が一致する原因

であった。 

今後は、予算に応じた適正な規模で

の事業実施に努めるとともに、計画的

な執行を行うよう指導することとし

たい。 
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オ 北九州市ＰＴＡ協議会補助金            

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

教育－オ 

実績報告書等の適切な審査について 

交付先が事業完了時に提出する「事業報

告書」の記載様式が不十分である。 

現状の記載様式に基づく審査では、研修に

参加しさえすれば目的を達成したことにな

っていると思われるため、補助金の目的達

成度がより明確となる記載様式とし、「事

業報告書」を適切に審査することが望まれ

る。 

<内容> 

市は北九州市ＰＴＡ協議会に対して、Ｐ

ＴＡ関係研修会への参加費用 50 万円を補

助しており、本補助金は主に研修参加者の

旅費に充てられている。 

事業完了時には、事業実績報告書に「事

業報告書」及び「補助金に係る収支及び明

細」を添付して、市へ提出しなければなら

ない。 

しかし、「事業報告書」の研修内容には、

２、３行で『○○について研究討議を行っ

た』、『○○について意見交換を行った』と

活動内容が簡単に記載されているだけであ

った。 

本補助金の交付目的は、ＰＴＡ活動のあ

り方や諸問題について、各種研修会に参加

することで得られた知識・情報などの成果

を、今後のＰＴＡ活動に積極的に活かすこ

とである。 

したがって、「事業報告書」には参加によ

って得られた知識・情報を具体的に記載す

るとともに、どのようにフィードバックす

るかまでの記載を求めることが望まれる。

現状の記載様式に基づく審査では、研修

に参加しさえすれば目的を達成したことに

なっていると思われるため、補助金の目的

達成度がより明確となる記載様式とし、

「事業実績報告書」を適切に審査すること

が望まれる。 

（教育委員会生涯学習課） 

「ＰＴＡ関係研修会参加事業報告

書」については、 

事業内容欄に、 

（１）研修会名 

（２）参加者数 

（３）経過・内容 

（４）成果（具体的に） 

（５）成果の活用方法 

の項目を設け、記入すべき内容を分

かりやすく示し、本補助金の交付目

的の達成度をより明確に表すことが

できるものとする。 

また、報告書提出の際には、北九

州市ＰＴＡ協議会に記入方法の説明

を行う。 
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（９）社団法人北九州市観光協会関連の補助金等 

ア 北九州市観光協会祭り行事振興事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市観光－ア

補助金取扱要領の見直しについて

交付先の中には、市補助金額を超える

繰越金が存在する団体が見受けられる。

また、対象事業費に対する市補助金の割

合が 8.7％から 95.2％と様々である。市

は補助金交付要領を見直すことが望まれ

る。

〈内容〉

市は、各祭り行事を行う 11 団体に対し

社団法人北九州市観光協会を通じ間接的

に補助している。対象となる各祭り行事

は、旧５市時代から、当該祭り行事の継

承や保存及び観光振興につながるものに

ついて、支援を継続しているものである。

各補助金額をみると、10 周年などの節

目の際に増額されるほかは、基本的な変

動はなく固定化しており、本補助金の補

助率（各祭り行事における対象事業費に

対する市補助金の割合）をみると、8.7％
から 95.2％までと様々となっている。

また、繰越金率（市補助金に対する繰

越金の割合）が 100％を超えているもの

も見受けられた。この場合、繰越金額が

市補助金額を超えており、結果的に市の

補助金がなくともその年度の祭り行事が

実施できたということになる。

本補助金の交付に関し、補助の必要性

を見極め、補助金を有効に交付するため、

北九州市祭り行事振興事業補助金取扱要

領を見直すなど再検討することが望まれ

る。

（産業経済局にぎわい推進課）

祭り行事の継承や保存及び観光振

興につながるものについて支援を継

続する中で、各祭りはそれぞれ目的や

規模、背景が異なり、一律に補助率を

合わせる事は適当ではないと考える。

繰越金額や繰越金率については、適

正な水準となるよう各団体を指導し

ていく。



69 

イ 北九州市観光協会事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市観光－イ

補助対象経費の適切な算定について

人件費補助の対象となっている職員の

うち１名は、わっしょい百万夏まつり振

興会（以下「振興会」という。）の業務に

携わっている。その業務は振興会により

指揮命令がなされており、市観光協会の

事業に従事しているとはいえない。市観

光協会の業務に従事する割合に応じて、

補助対象となる経費を適切に算定するこ

とが望まれる。

〈内容〉

本補助金は、専務理事及び職員３名分

の人件費、賃借料、機関紙発行経費に対

し、助成している。

人件費補助の対象となっている職員の

うち１名は、振興会の業務に携わってい

る。その業務は振興会という別組織によ

り指揮命令がなされており、必ずしも市

観光協会の事業に従事しているとはいい

難い。

現在は、当該職員の人件費すべてを補

助対象経費としているが、市観光協会の

業務に関する部分について、業務従事割

合により按分するなど補助対象となる経

費を適切に算定することが望まれる。

（産業経済局観光・コンベンション

課）

 平成２５年度より、当該職員の人件

費を、市観光協会業務及びわっしょい

百万夏まつり業務従事割合により按

分し、市観光協会業務従事分のみを補

助対象経費とした。
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ウ 観光マインド育成補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市観光－ウ

補助事業の実施により収入が生じた場

合の補助金額の見直しについて

北九州観光市民大学の事業において制

作された「観光情報ファイル」の販売収

入が発生している。その一部は事業費の

増加分に充てられ、市観光協会の負担は

減少しているものの、補助金額は見直さ

れていない。補助事業にかかる収入が発

生し、団体の負担が減少した場合には補

助金額の減額を検討することが望まれ

る。

〈内容〉

北九州観光市民大学の事業において制

作された「観光情報ファイル」に係る販

売収入が平成 23 年度では 238,400 円

（800 円×298 冊）発生している。

その一部は事業費の増加分に充てら

れ、市観光協会の負担は減少しているも

のの、補助金額は見直されていない。補

助金とは、対価を求めず市が補助事業者

に交付するものである。その補助事業で

制作した物の販売等に伴い収入を得て団

体の負担が減少した場合には、補助金額

の減額について検討することが望まれ

る。

（産業経済局観光・コンベンション

課）

今後、交付要綱の整備を行うことと

し、その中で、類似事例が発生した場

合の補助金額減額についても、ルール

化する。
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キ 社団法人北九州市観光協会関連の補助金等に関する意見

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市観光－キ①

補助金等の整理統合の検討について

市観光協会及び市観光協会に事務局があ

る協議会等に対し、補助金３件及び負担金３

件が支出されている。これらのうち目的が同

種のものについては整理統合し、事務の効率

化を図るとともに、市観光協会の柔軟性を活

かした観光振興に取り組むことが望まれる。

<内容> 
市観光協会及び市観光協会に事務局があ

り、市と市観光協会がその経費の一部を負担

している協議会等の状況は前述のとおりで

あり、それらに対する補助金等の金額の推移

は次の表のとおりである。

【市観光協会及び協議会に対する市補助金

等額の推移】     （単位：千円）
H19 年度   H20 年度   H21 年度   H22 年度   H23 年度

補助金

祭り行事補助金

14,690  14,780  14,480  14,627  14,880

市観光協会事業補助金 

19,986  19,277  22,334  25,214  25,214

観光マインド育成補助金 

1,900  1,650  2,850   1,650  1,650 

負担金      

観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

2,500  2,500  2,500   2,500  2,500 

観光宣伝使節団 

2,000  2,000  1,000   1,000  1,000 

国際観光振興推進協議会等 

4,750  4,750  4,750   4,750  4,750 

（産業経済局観光・コンベンショ

ン課）

 市観光協会が事務局事務を行っ

ている３つの協議会等は、本市の

観光振興を目的としているもの

の、その活動対象や参加団体はそ

れぞれ異なり、会計処理も独立し

ている。

負担金は、各協議会等に対して、

それぞれ支出すべきものであり、

市観光協会本体に対する補助金と

整理統合を行うのは適当でないと

考えるが、市観光協会に対する補

助金の統合整理については、その

目的を踏まえながら、検討すると

ともに、交付要綱の整備を行うこ

ととしたい。

また、協議会等の実績について

も、市観光協会の実績と誤解のな

いように、広報を検討する。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

市観光協会が事務局事務を行っている、

「観光キャンペーン実行委員会」、「観光宣伝

使節団」及び「国際観光振興推進協議会」の

３つの団体は、その活動対象（国内か国外か）

や参加団体の相違はあるものの、すべて市に

おける観光の振興を目的としており、市観光

協会の設立目的とも重なるものである。

また、上記の３団体への負担金とは別に、

市観光協会に「市観光協会事業補助金」が交

付されており、その目的は上記３団体の事務

局事務を含む市観光協会の運営に係る人件費

等を補助するものである。

市観光協会の平成 23 年度事業報告をみる

と、市観光協会が直接事業主体となっている

事業の実績だけでなく、上記の３団体が実施

している事業の実績も記載されている。市か

らの受託事業、市からの補助事業、観光キャ

ンペーン実行委員会の事業、国際観光推進協

議会の事業がすべて記載されており、市観光

協会の実績として紹介されている。

観光を取り巻く環境はその時々の社会経済

情勢によって変化し、事業の執行に当たって

は、柔軟性や機動性が求められるものである。

したがって、市観光協会に対する補助事業

及び市観光協会が事務局となり実施している

事業について整理し、市の観光振興という目

的を達成するため、機動的で柔軟な活動がで

きるように補助金制度等の整理統合等につい

て検討することが望まれる。
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市観光－キ②

補助金交付要綱の作成・整備について

「イ．北九州市観光協会事業補助金」

及び「ウ．観光マインド育成補助金」の

２つの補助金については、交付要綱が作

成されていない。

前述した、補助金及び負担金の整理統

合について検討したうえで、目的、補助

対象経費及び補助率等を定めた交付要綱

を整備することが望まれる。

〈内容〉

祭り行事補助金を除く「イ．北九州市

観光協会事業補助金」及び「ウ．観光マ

インド育成補助金」の２つの補助金につ

いては、どちらも目的や補助対象経費等

を定めた交付要綱が作成されていない。

補助対象となる経費等は従来からの慣

行等を踏まえ、市と市観光協会の間で決

められ運用されている。

前述した、補助金及び負担金の整理統

合について検討したうえで、目的、補助

対象経費及び補助率等を定めた交付要綱

を整備することが望まれる。

（産業経済局観光・コンベンション

課）

 市観光協会に対する補助金の整理

統合については、その目的を踏まえな

がら、検討するとともに、交付要綱の

整備を行うこととしたい。
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（10）福岡県観光関連団体に対する補助金等

ウ 福岡県観光関連団体の補助金等に関する意見

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

県観光－ウ

同種団体への補助金等の必要性の検討

について

福岡県観光推進協議会と社団法人福岡

県観光連盟の事業内容は重複する部分が

多い。市はその両方に負担金を支出して

いるが、それぞれの負担金の必要性につ

いて検討することが望まれる。

<内容> 
福岡県の観光の推進に関し、市は福岡

県観光推進協議会と社団法人福岡県観光

連盟に対し負担金を支出している。

福岡県観光推進協議会

組織 任意団体（事務局：福岡県）

目的 観光を中核とする福岡県の総合的

なイメージアップを推進するとともに効

果的に情報を発信することにより本県観

光の発展と地域の活性化に寄与し、もっ

て本県への観光客の誘致を促進すること

会長 福岡県観光連盟会長（右に同じ）

会員 県、全市町村、民間企業団体 154 
H23 収入 33,146 千円

うち県 20,436、市町村 8,938  
H23 支出 32,701 千円

主な事業内容

１．地元との連携事業

 ・地域の魅力を磨く観光地づくりモデ

ル事業

 ・４地区観光協議会との共同事業

 ・韓国人観光客受入体制整備のための

ワークショップ開催

２．産業観光推進事業

（産業経済局観光・コンベンション

課）

 福岡県観光推進協議会と社団法人

福岡県観光連盟は、それぞれ強力な観

光推進団体であり、加盟メリットは大

きく、応分の費用負担をしている。事

業は、両団体それぞれ加盟団体の総意

により実施しているところであるが、

事業内容に重複している部分もある。

負担金がより効果的に使われるよ

うに事業内容の情報交換、事業の見直

し、共同事業の実施による経費節減・

効果の増大などについて働きかけて

いきたい。
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

３．情報発信事業

 ・ﾏｽ媒体・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用によるＰＲ事業

  観光ﾌﾞｰｽ出展、観光説明会開催

 ・ﾏｽｺﾐ招へい事業

  観光 PR ﾂｰﾙの整備（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ増刷等）

４．観光客受入体制の整備事業 

 ・訪日教育旅行受入支援事業 

 ・観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの育成  

   社団法人福岡県観光連盟 

組織 社団法人 

目的 福岡県及び各地観光機関並びに

観光事業に関係あるものと密接な連携を

保ち、常に観光事業の振興と地域活性化

を図り、併せて国際観光の振興を促し、

もって生活、文化及び経済の向上発展並

びに国際親善に寄与する。 

会長  日本鉄道株式会社相談役 

会員 市町村 44、民間企業団体 146 

H23 収入 43,912 千円 

うち県 28,480、市町村 3,410 

H23 支出 43,257 千円 

主な事業内容 

・地域の魅力を磨く観光地づくりモデ

ル事業に対するアドバイス、提言の実

施 

・４地区観光協議会の活動に対する助

成 

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの管理運営 

・福岡県観光情報センター運営 

・県外観光宣伝隊の派遣 

・観光情報誌の発行 

・中国教育旅行関係者招へい事業 

・観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ育成支援事業 

・観光関係人材育成研修会 

・ホスピタリティ研修会 

※出所 「両団体の事業報告書」を参考

に監査人作成 



76 

（11）公益財団法人北九州産業学術推進機構の補助金等 

ケ 海外連携プロジェクト助成等事業補助金 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

学術－ケ 

共同研究ラボ助成における稼働率の低

い助成対象オフィスに対する補助の必要

性について 

海外大学等研究ラボ助成における助成

対象オフィス１件について、殆ど利用さ

れていないものがあった。稼働率が低く、

補助金を交付することによる効果が期待

できない場合には、当該オフィスに対す

る補助金の交付の必要性、妥当性につき

検討することが望まれる。 

<内容> 

海外大学等研究ラボ助成は、北九州学

術研究都市の大学と共同研究をおこなう

海外の大学に対し、共同研究の拠点オフ

ィスに係る北九州学術研究都市内施設借

上相当額等の助成を行うものである。具

体的には、居室使用料、光熱水費、通信

費などについて助成を行う。 

海外大学等研究ラボ助成における助成

対象１件について、補助対象となってい

るオフィスが殆ど利用されていない状況

のものがあった。電気代や電話代等が基

本料金程度しか発生していない状況から

みても、稼働率の低さは明らかである。

このように、オフィスの稼働率が低く、

補助金を交付することによる効果が期待

できない場合には、当該オフィスに対す

る補助金の交付の必要性、妥当性につき

検討することが望まれる。 

なお、他補助金と共通する監査の意見

は「サ．公益財団法人北九州産業学術推

進機構の補助金等に関する意見」に記載

している。 

（産業経済局新産業振興課） 

当該研究室への補助金交付の必要

性等について検討を行った結果、研究

室の常時利用による研究活動を見込

むことができなかったため、平成２５

年度より補助金の交付を取り止めた。
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  サ 公益財団法人北九州産業学術推進機構の補助金等に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

学術－サ① 

補助金ごとの交付要綱の整備につい

て 

新産業振興課所管のＦＡＩＳ向け補

助金に関する交付要綱は、全体を対象と

した「公益財団法人北九州産業学術推進

機構産学連携事業等補助金交付要綱」が

定められているのみで、補助金ごとに定

められたものではない。補助金ごとに要

綱が整備されていなければ、補助金の目

的、対象となる事業及び経費の範囲、補

助率等が明確でないため、補助金の申請

及び実績報告に対する適切な審査が実

施できない。したがって、補助金ごとに

交付要綱を作成することが望まれる。 

〈内容〉 

これらの補助金について、目的、対象

となる事業及び経費の範囲、補助率等を

定めた補助金ごとの交付要綱が作成さ

れていない。 

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにする

ため、その裁量が認められる部分につい

てあらかじめ内部で取り扱いの基準を

定めるものである。 

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。 

（産業経済局新産業振興課） 

ＦＡＩＳ向け補助金は「公益財団法

人北九州産業学術推進機構産学連携事

業等補助金交付要綱」（以下、FAIS 交

付要綱という。）を定め、弾力的な運

用を行ってきた。 

「補助金の目的、対象となる事業及

び経費の範囲、補助率等が明確でない

ため、個別に交付要綱を作成すること

が望まれる。」という意見については、

補助金の弾力性を確保しつつ、補助の

明確化を図るため、対象補助金毎に要

綱等を定めることを検討している。 
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。しかし、

補助金の使途や事業の成果を適切に審

査するためには、補助の対象事業及び対

象経費が特定されている必要があり、こ

れらは「北九州市補助金等交付規則」又

は「公益財団法人北九州産業学術推進機

構産学連携事業等補助金交付要綱」に定

められていないため、補助金ごとの交付

要綱に定めることが望まれる。 

（対象補助金等） 

 ア.産学官連携研究開発推進事業補助

金 

 イ.ベンチャー総合支援事業補助金 

 ウ.先導的低炭素化技術拠点形成事業

補助金 

 エ.公益財団法人北九州産業学術推進

機構補助金 

 オ.北九州学術研究都市奨学金給付事

業補助金 

 カ.北九州学術研究都市留学生支援事

業補助金 

 キ.知的クラスター（第Ⅱ期）推進事業

補助金 

 ク.知的財産活用促進事業補助金 

 ケ.海外連携プロジェクト助成等事業

補助金 

 コ.新産業創出研究開発強化事業補助

金 
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

学術－サ② 

補助金の整理統合の検討について 

ひとつの補助金で複数の事業を対象

としたり、類似した事業に対して別々の

補助金が交付されるなど、補助金と事業

の関係が複雑になっており、また、事業

費補助に加えて運営費補助も交付され

ているため、補助金制度の整理統合等の

見直しが望まれる。 

〈内容〉 

ＦＡＩＳに対する補助金の中には、ひ

とつの補助金の中に、複数の事業を対象

にしているものが存在する。例えば、新

産業創出研究開発強化事業補助金は、カ

ーエレクトロニクス拠点化整備推進事

業、ロボット開発支援推進運営事業、半

導体産業振興事業、産業連携推進事業及

び環境・エネルギー産業振興事業の大き

く分けて５つの事業を補助の対象とし

ている。 

また、事業の内容をみてみると、類似

した事業に対して別々の補助金が交付

されている場合もある。例えば、ビジネ

スチャンス拡大支援事業補助金と中小

企業支援センター特定支援事業補助金

が対象とする事業については、中小企業

に対する専門家による相談、支援、販売

促進活動等といった点で類似した事業

が含まれている。 

 さらに、事業費補助金とは別の補助金

として、事業に係る人件費等に充てるた

め運営費補助金が交付されている 

（産業経済局新産業振興課） 

補助金の整理統合については、ＦＡ

ＩＳに対する市の関与のあり方やＦＡ

ＩＳの組織や事業の見直しと密接不可

分である。 

現在、北九州市行財政改革調査会で、

外郭団体への市からのミッションを明

確にすることなどが議論されているた

め、対応する必要があると考えている。

今後、ＦＡＩＳの効果的・効率的な

事業運営に向けて最善の方法を検討

し、その方向性が決まった段階で、補

助金制度の整理統合を行うものとした

い。 
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

現状では、補助金の交付による成果・

効果を、それぞれの事業単位で測定する

ことは困難であると考えられる。また、

補助対象となる事業内容・活動内容に重

複が生じる可能性もある。さらに、補助

金の所管部署が複数になるため、ＦＡＩ

Ｓの弾力的な運営が困難になると考え

られる。 

補助金交付の事業単位を集約するな

ど、補助金と対象事業の関連を分かりや

すく整理し、また、その事業補助金の中

に運営費補助金も含めるなど、補助金制

度の整理統合等の見直しが望まれる。 
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（12）中小企業等の技術開発に対する補助金等

 ウ 中小企業等の技術開発に対する補助金等

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

技術－ウ

他の助成金との統合又はすみ分け並び

に制度運用に係る窓口及び審査機関の一

元化等の検討について

監査の意見は「ウ．中小企業等の技術

開発に対する補助金等に関する意見」に

記載している。

これらの補助金については産業経済局

所管の技術開発に関する補助金と目的が

類似しているため、これらについて整理

し、補助金自体の統合又はすみ分けの検

討に加え、窓口及び審査機関の一元化等

運用面での効率化を検討することが望ま

れる。

〈内容〉

市及び市の外郭団体（公益財団法人北

九州産業学術推進機構）が交付する中小

企業等に対する環境分野における研究開

発に関する補助金としては、次のような

ものがある。

この図（略)をみると、各補助金の相違

点は、企業規模、研究場所、対象とする

研究開発の範囲、条件（大学との連携な

ど）などであるといえる。このことは、

同一の研究開発が複数の補助金に該当す

る可能性があると考えられる。

このため、環境未来技術開発補助金交

付要綱において、次のとおり、市がここ

に挙げた補助金を受けたもの及び申請を

行ったものについては、その重複を避け

るため、対象としないとされている。

【環境未来技術開発補助金交付要綱にお

ける他の補助金等との関係】

（国、県及び関係団体から助成を受ける

場合）

第７条 前条第２項の規定にかかわらず、

（環境局環境未来都市推進室）

（産業経済局中小企業振興課）

各補助制度については、合同での公

募説明会・相談会の開催や、補助金申

請状況の情報交換、採択案件の販路開

拓支援策についての連絡会議の開催

など、これまでも各担当が連携・検討

を重ねながら、必要に応じて一体的な

運用を図ってきたところである。

 事業の統合や窓口・審査機関の一元

化などは、各々の補助金の目的、対象、

事業内容が異なり、更には他の支援策

にも影響を及ぼす可能性もあること

から、慎重に取り組むべきものと考え

ており、環境産業支援策全体の事業効

果の向上や事務の効率化を目指して

いく中で、今後、検討していきたい。

※本項目については、中小企業振興課

とも協議の上、措置状況を作成したも

の。（中小企業振興課は下線部を「中

小企業支援策」としている。）
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

この要綱による助成金の交付を受ける研

究者が、同一の研究開発について同一年

度中に国、県及び関係団体から助成又は

補助等を受ける場合、当該助成又は補助

等を受ける額を助成対象経費から控除す

る。ただし、この要綱による助成金の交

付決定後、交付額を除く経費に対して、

国、県及び関係団体から助成又は補助等

を受ける場合は、この限りでない。

（市等の他の制度との併給制限）

第８条 研究者は、「北九州市中小企業技

術開発振興助成事業」、財団法人北九州産

業学術推進機構が実施する「中小企業産

学官連携研究開発事業」及び「低炭素化

技術拠点形成事業」の助成を受けること

ができない。

本補助金は、企業等の研究開発に対す

るものであり、その内容及び時期等は市

でコントロールできるものではない。そ

のため、特定年度の特定補助金に将来有

望な研究開発が集中する可能性がある。

しかし、各補助金のメニュー間で予算枠

の融通は行われているが、補助金間では

行われていないため、補助金の予算枠を

補正予算等で増額しない限り、これらの

研究開発に対しては補助することができ

ない可能性がある。これを、補助金を統

合し、メニュー化すれば、予算枠の融通

が可能となり、より柔軟な対応が可能と

なる。

市は、関係者のニーズを踏まえ、目的

が類似している補助金について、補助金

自体の統合又はすみ分け、それぞれの開

発段階や対象者、研究推進体制等による

メニュー化を検討することなどが望まれ

る。

また、現在、産業経済局と環境局でそ

れぞれ申請窓口及び審査機関を設置して

り、申請に係る書類及び手続も異なって
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

いる。企業等申請者における利便性の向

上及び市における事務の効率化のため、

中小企業に対する技術開発について審査

機関を持つ公益財団法人北九州産業学術

推進機構に申請窓口及び審査を一本化す

ることなどについても検討することが望

まれる。

そのことにより、対象となる研究者、

企業等にとっても、ワンストップ窓口で

の支援を受けられることになり利便性が

向上することが期待できる。

市は、都市ブランドとして「アジアの

技術首都」と「世界の環境首都」を掲げ

ている。それを図で示すと次のようにな

ると考える。

すなわち、この２つには重なる部分が

あり、それが環境分野における技術開発

や産業の振興、産業における環境負荷の

低減や低炭素化の促進ではないかと考え

る。

しかし、現在は、市産業経済局や公益

財団法人北九州産業学術推進機構のホー

ムページをみると、環境局の環境未来技

術開発助成制度は、同じ市の制度である

にもかかわらず、国や県等と同列で紹介

されており、必ずしも全庁的に一体的な

運用がなされているとはいえない状況に

ある。

この重なる部分は、市の強みを活かし、

今後市が発展する核となりうる部分であ

ると考える。ついては、関係部局が連携

し、市として一体的に取り組むべきもの

であるので、統合的に運用されることを

期待したい。
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（13）北九州市社会福祉協議会に対する補助金等

ア 生活改善等資金貸付事業事務費補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市社協－ア①

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

〈内容〉

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（保健福祉局いのちをつなぐネット

ワーク推進課）

補助金の使途や事業の成果をより

適切、的確に審査できるよう、平成２

６年３月３１日をめどに交付要綱を

作成する予定である。



85 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市社協－ア②

補助金の必要性の検討について

本補助金については、回収実績を超え

る補助金が交付されている状況にあり、

市社協における貸付金の回収可能性を十

分に検討し、補助金交付の必要性を検討

することが望まれる。

〈内容〉

本補助金に関しては、貸付事業自体は

20 数年前に廃止されており、滞納した貸

付金の回収のみが行われている状況であ

る。しかも回収実績は年間 10 万円程度で

あり、補助金額 501 千円に対し少なく、

費用対効果の観点から、検討の余地があ

ると考える。

本補助金については、市社協における

貸付金の回収可能性を十分に検討し、補

助金交付の必要性を検討することが望ま

れる。

（保健福祉局いのちをつなぐネット

ワーク推進課）

当事業は、市社協が実施主体である

が、原資は市が貸し付けている。その

ため、履行延期特約や免除を除く滞納

金については、地方自治法上の債権に

準じて取り扱っており、督促や実態調

査を行う必要経費について補助を行

っている。

補助金額に対し、回収金額が少額で

あり、費用対効果の観点からは検討の

余地があるとの意見であるが、本補助

金は適正な債権管理のために必要な

経費であり、やむを得ないものと考え

ている。

現実問題として、低所得者に対する

貸付事業については、債権回収の困難

性から債権放棄が他都市でも課題と

なっており、現状では市社協は、規程

上、債権放棄することを認めていない

が、今後、不能欠損処理が可能となる

よう関係規程を整備し、問題点の解消

に向け対応することとしたい。
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イ ボランティア活動促進事業補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市社協－イ

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

〈内容〉

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（保健福祉局いのちをつなぐネット

ワーク推進課）

補助金の使途や事業の成果をより

適切、的確に審査できるよう、平成２

６年３月３１日をめどに交付要綱を

作成する予定である。
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ウ 民間社会福祉事業従事者共済事業補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市社協－ウ

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

〈内容〉

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（保健福祉局いのちをつなぐネット

ワーク推進課）

補助金の使途や事業の成果をより

適切、的確に審査できるよう、平成２

６年３月３１日をめどに交付要綱を

作成する予定である。
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エ 社会福祉協議会補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市社協－エ①

補助金交付要綱の作成・整備について

本補助金について、交付要綱が作成さ

れていない。補助金の目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を明確に

し、補助金の使途や事業の成果をより適

切に審査するため、交付要綱を作成する

ことが望まれる。

〈内容〉

本補助金について、目的、対象となる

事業及び経費の範囲、補助率等を定めた

交付要綱が作成されていない。

要綱とは、行政機関が事務を処理する

に当たって差異が生じないようにするた

め、その裁量が認められる部分について

あらかじめ内部で取り扱いの基準を定め

るものである。

補助金は、市の財源を無償で交付する

ものであるため、公正を期する必要性が

高く、要綱を定め一律の取り扱いを図る

べきである。

確かに、交付対象が一団体、一事業と

いうことであれば、その事務取扱に差異

が生じる可能性は小さくなる。

しかし、補助金の使途や事業の成果を

より適切に審査するためには、あらかじ

め補助の対象事業及び対象経費等を明確

にしておくことが必要である。

これらは「北九州市補助金等交付規則」

に具体的に定められていないため、各補

助金について交付要綱を作成することが

望まれる。

（保健福祉局いのちをつなぐネット

ワーク推進課）

補助金の使途や事業の成果をより

適切、的確に審査できるよう、平成２

６年３月３１日をめどに交付要綱を

作成する予定である。
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市社協－エ②

運営費補助の必要性の検討について

市社協に対して運営費補助金が交付さ

れているが、決算状況の推移をみると良

好な財政状態といえる。そのため、自己

収入で補うことが可能な経費について

は、可能な限り減額するとともに、今後

更なる自己収入の確保、自立化を促すこ

とが望まれる。

〈内容〉

市社協に対しては、人件費や事務費と

いった運営に係る費用をまかなうため、

運営費補助金が交付されている。

一般的に、団体に対する運営費補助に

ついては、その団体の存続を可能にする

ため、自己収入では補えない部分を補填

することが主な目的である。

また、市社協については、｢北九州市社

会福祉協議会の概要 (ｳ) 財政状況等の

推移｣に記載したとおり、差引剰余額に関

しては約２億から３億円程度の余剰とな

っており、純資産の部合計に関しても、

毎年一定程度増加している状況にあり、

良好な財政状態といえる。

したがって、自己収入で補うことが可

能な経費については、可能な限り減額す

るとともに、今後更なる自己収入の確保、

自立化を促すことが望まれる。

（保健福祉局いのちをつなぐネット

ワーク推進課）

市社協の差引剰余金約２～３億円

は、市社協の会計全体のものである。

このうち、１．５億円はウェルとばた

指定管理業務に伴い発生した契約補

償金や共益費などであり、他に流用で

きない。

残りは寄付金や賛助会費約２千万

円、指定管理料の収益約１千万円等が

数年間蓄積したものである。

これらは、本来、社協の自主的な地

域福祉活動に充てられるべき財源で

あるが、寄付金や賛助会費などは安定

した確保が難しいため、これまで特定

の事業に活用されていなかった。しか

しながら、一定の額が確保されたこと

から、今後、この財源を活用した取り

組みを行うこととしている。

市社協への運営補助金については、

市社協のあり方と組織体制について

検討を進めることとし、社協に対する

補助金の整理についても、あわせて検

討したい。
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オ 社会福祉振興協会補助金

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

市社協－オ

社会福祉法人北九州市社会福祉協議会

に対する補助金の集約について

 市社協に対する補助金については、市

から直接交付される資金の流れと、福祉

協会を経由して交付される資金の流れが

存在する。 

例えば福祉協会を廃止した上で、ひま

わり基金を財源とする補助金の交付先の

選定については市の内部に民間有識者等

からなる委員会を設置して実施するな

ど、市社協に対する補助金を市からの直

接交付のみに集約することで、市として

市社協へ交付される補助金の全体像を把

握し、市全体として市社協に対する補助

金の費用対効果を測定することが望まれ

る。

〈内容〉

福祉協会が市の外部に設立された趣旨

としては、前述のとおり、「きめ細かく多

様な福祉ニーズに対応していくため、市

が直接実施するよりも民間団体が、広範

な市民の意見を反映しながら推進してい

く方がより適切」であるとの考えがベー

スになっている。

確かに、原資に民間からの寄附金が含

まれるひまわり基金のように民間資金を

利用した事業については、市民各層の広

範な意見を聞き、適正かつ柔軟に対応す

る必要があるため、行政が直接実施する

よりも民間団体が実施したほうが適切な

場合もあると考えられる。

（保健福祉局いのちをつなぐネット

ワーク推進課）

市の地域福祉施策のうち社協本来

の活動及び法人運営に対して、市から

市社協に補助を行っている。 

一方で、地域福祉振興協会からは、

ひまわり基金の設置の趣旨をふまえ、

社協独自の主体的な活動に対して助

成を行っている。 

費用対効果の測定については、補助

金、助成金の事業ごとに行っていると

ころであるが、市社協に対する資金の

流れを明確にするため、地域福祉振興

協会を通さない助成の方法（地域福祉

振興協会の廃止も含めて）に変更した

い。 

※ 北九州市地域福祉振興協会：市民

の地域福祉活動を推進することを目

的に設置（地方交付税と企業等からの

寄付が原資）されたひまわり基金の運

用益等を財源とする補助金の交付を

受け、市内のボランティア団体等の実

施する地域福祉事業への財政支援等

を行っている。 

（協会という名称であるが、助成対象

事業を審査、選定する会議の場であ

る。） 
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監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

しかし、市から福祉協会への補助金額

の約 45.7％（平成 23 年度）にあたる

26,976千円が市社協への助成金として交

付されている。その結果、表面的にみる

と市から市社協への補助金は 362,340 千

円であるが、源泉までたどると福祉協会

からの助成金も市からの補助金とみなす

ことができるため、合計で 389,315 千円

が市からの補助金であるとも考えられ

る。

このように、市から直接交付される資

金の流れと、福祉協会を経由して交付さ

れる資金の流れが存在することにより、

補助金及び助成金の全体像がみえづらく

なり、その結果、市全体として市社協に

対する補助金及び助成金の費用対効果を

測定することが困難になっていると考え

られる。

そのため、例えば福祉協会を廃止した

上で、ひまわり基金を財源とする補助金

の交付先の選定については市の内部に民

間有識者等からなる委員会を設置して実

施するなど、市社協に対する補助金を市

からの直接交付のみに集約することで、

市として市社協へ交付される補助金の全

体像を把握し、市全体として市社協に対

する補助金の費用対効果を測定すること

が望まれる。
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補助金等に係る全庁的な観点からの意見

（１）補助金等に係る全庁的な見直し基準の策定及び検証の実施について

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

全庁・意見－１

市では、補助金の見直しに関し、平成

８年度に財政課長通知「補助金等の見直

し及び執行の適正化について」を出し、

一定の裁量を与えながらも各所管部署の

自主的な見直し努力を求めている。各所

管部署は毎年の予算編成の際に見直しを

行っているが、取組度合に差があり、徹

底されていない。また、各所管部署の取

組状況をフォローアップする仕組みもな

い。

他の自治体事例なども参考にしなが

ら、改めて見直し基準を策定し、その基

準に基づき全庁的に検証を実施すること

が望まれる。

（財政局財政課）

 ご意見に対しては、今年度、全庁的

に取り組むこととしている「事業の総

点検」の中で、平成 8 年度財政課長通

知「補助金等の見直し及び執行の適正

化について」で示した「補助金等見直

しの視点」に基づく見直しを徹底する

よう各局室に求めている。
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（２）市が構成の一員である協議会等に対する負担金に係る全庁的な検討に

ついて

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

全庁・意見－２

決算内容の詳細が把握できていない事

例や繰越金の精算及び負担金額の見直し

に関する定めがない事例が見受けられ

た。

これらの場合、支出内容の妥当性、有

効性及び効率性について検証できない可

能性や、負担金額の適切な見直しが実施

できない可能性がある。

今回監査対象としたのは、一部の協議

会等に対する負担金であるが、同様の現

状及び課題は監査対象外の協議会等にも

該当する可能性が高いことから、市は協

議会等に対する負担金について全庁的に

見直すことが望まれる。

（財政局財政課）

 ご意見に対しては、今年度、全庁的

に取り組むこととしている「事業の総

点検」の中で、包括外部監査の意見を

踏まえた対応を行うよう各局室に通

知したもの。
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（３）地域コミュニティ活動に関連する補助金等のあり方の検討について 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況

全庁・意見－３

市は、「地域づくり・まちづくり」の拠

点として、小学校区単位を基本に「まち

づくり協議会」の設置を促進している。

 まちづくり協議会の活動を活発にする

ため、従来、各地域団体に交付されてい

た補助金のうち 13 項目について一本化

し、地域総括補助金として交付している。

しかし、当初予定されていた項目間の

流用実績が少ないため、その目的を達成

しているとはいい難い。13 項目以外にも

地域総括補助金に加えることができるも

のがあり、また、地域総括補助金以外に

も全市域単位又は区単位の連合組織を通

じた補助金等もある。

時代の変化に対応した住民主体の地域

づくり・まちづくりをすすめるという地

域総括補助金の導入目的を達成するた

め、連合組織に対する地域コミュニティ

活動に関連する補助金等のあり方につい

てさらに検討することが望まれる。

（市民文化スポーツ局地域振興課）

地域総括補助金 13 項目(現在 14 項

目)の整理や、新たに加えることができ

る補助金がないか等を検討するため、

地域に交付されている補助金の調査

を行っている。また、流用を促進する

仕組みについても検討を行うことと

している。


